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【
要
約
】
　
本
稿
で
は
水
辺
の
近
習
資
源
と
そ
の
用
益
権
1
1
「
コ
モ
ン
ズ
」
形
成
の
歴
史
的
過
程
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
近
江
国
野
洲
郡
兵
主
郷

安
治
村
と
蒲
生
郡
津
田
荘
を
事
例
に
、
中
世
前
期
以
降
の
エ
リ
の
共
同
用
益
と
そ
の
展
開
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
「
コ
モ
ン
ズ
」
と
し
て
の
「
村
エ
り
し

の
存
在
は
中
世
に
さ
か
の
ぼ
り
、
村
社
や
荘
郷
鎮
守
社
の
「
神
物
」
に
起
源
を
持
つ
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
荘
郷
鎮
守
社
の
供
祭
エ
リ
は
、
中
世
前
期
～
近

世
初
期
に
至
る
ま
で
名
主
層
の
み
を
成
員
と
す
る
大
宮
座
衆
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
て
お
り
、
閉
鎖
的
な
座
的
構
造
が
み
ら
れ
た
。
一
方
、
中
世
後
期
に
惣

村
の
確
立
に
伴
っ
て
確
認
さ
れ
る
村
社
の
エ
リ
は
、
小
百
姓
層
を
含
め
た
惣
村
の
全
成
員
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
近
世
後
期
、

そ
の
用
益
権
は
無
高
層
を
含
む
村
の
全
戸
ま
で
広
が
っ
て
お
り
、
資
源
の
享
受
範
囲
が
時
代
と
と
も
に
拡
大
し
た
様
相
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
ら
水
辺
資

源
に
認
め
ら
れ
る
「
無
縁
性
」
と
は
、
決
し
て
「
無
所
有
」
の
意
で
は
な
く
、
神
の
所
有
物
と
し
て
個
人
の
「
私
有
」
を
排
除
し
、
公
正
な
共
同
管
理
下

に
置
か
れ
た
状
態
と
解
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
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八
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六
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一
一
〇
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五
年
＝
月
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じ
　
め
　
に
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⑱

近
年
、
自
然
資
源
の
利
用
に
関
わ
っ
て
、
共
有
地
な
ど
の
共
同
資
源
と
そ
の
用
益
権
、
い
わ
ゆ
る
「
コ
モ
ン
ズ
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
活
発
化
　
6
5



　
　
　
①

し
て
い
る
。
「
コ
モ
ン
ズ
」
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
持
続
可
能
な
資
源
管
理
シ
ス
テ
ム
が
注
目
を
集
め
、
環
境
経
済
学
・
環
境
社
会
学
を
中
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
各
地
の
事
例
研
究
が
相
次
い
で
い
る
。

　
日
本
の
「
コ
モ
ン
ズ
」
と
し
て
は
、
入
会
地
・
入
会
制
度
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
「
コ
モ
ン
ズ
」
の
特
徴
は
、
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

イ
二
二
ィ
ら
に
よ
れ
ば
、
。
○
箏
白
壽
巴
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
利
用
者
が
「
一
定
の
集
団
に
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
い
う
。
こ
の
タ
イ

プ
で
は
、
誰
も
が
自
由
に
採
取
で
き
る
オ
ー
プ
ン
・
ア
ク
セ
ス
制
で
は
な
く
、
制
限
さ
れ
た
成
員
間
に
タ
イ
ト
な
利
用
ル
ー
ル
が
成
り
立
っ
て

お
り
、
こ
れ
が
持
続
的
な
資
源
利
用
を
成
功
さ
せ
て
き
た
要
因
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
、
「
一
定
の
集
団
」
の
中
身
が
重
要
な
問
題
と
な
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
「
共
同
体
と
そ
の
成
員
」
と
い
う
説
明
が

な
さ
れ
る
。
特
に
環
境
社
会
学
で
は
、
入
会
地
の
用
益
権
を
有
す
る
者
を
「
ム
ラ
と
そ
の
構
成
員
全
体
」
と
説
明
し
、
成
員
間
に
平
等
な
権
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

が
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
を
重
視
す
る
。

　
以
上
の
特
徴
を
持
つ
日
本
の
「
コ
モ
ン
ズ
」
は
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
過
程
を
経
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
近
年
の
研
究
で
は
、

こ
う
い
つ
た
近
代
以
前
の
「
コ
モ
ン
ズ
」
の
来
歴
に
つ
い
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
例
え
ば
環
境
社
会
学
で
は
、
「
コ
モ
ン
ズ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
「
む
ら
の
み
ん
な
の
も
の
」
と
す
る
が
、
「
む
ら
の
み
ん
な
」
す
な
わ
ち
村
落
の
構
成
員
概
念
の
歴
史
的
変
化
に
つ
い
て
は
、
論
文
中
で
は

ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
近
年
の
「
コ
モ
ン
ズ
」
研
究
は
あ
く
ま
で
現
代
に
主
眼
を
置
い
て
お
り
、
一
方
、
聞
き
取
り
に
よ
っ
て
復
原

さ
れ
る
大
正
・
昭
和
前
期
の
「
コ
モ
ン
ズ
」
像
は
、
近
代
化
と
対
置
さ
れ
る
「
日
本
社
会
の
伝
統
的
な
資
源
利
用
」
と
し
て
、
過
去
か
ら
の
静

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

的
・
安
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
来
時
間
幅
の
あ
る
近
代
化
以
前
の
「
過
去
」
を
こ
の
よ
う
に
「
伝
統
的
」
の
語
で

一
括
す
る
こ
と
は
、
時
代
ご
と
の
特
徴
を
捨
象
し
、
「
コ
モ
ン
ズ
」
の
ト
ー
タ
ル
な
実
像
ま
で
踏
み
込
も
う
と
し
な
い
傾
向
に
つ
な
が
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
近
年
の
「
コ
モ
ン
ズ
」
論
は
入
会
地
を
扱
い
な
が
ら
も
近
世
以
前
へ
の
関
心
が
薄
い
た
め
、
従
来
蓄
積
さ
れ
て
き
た
経
済

史
的
な
入
会
地
研
究
と
の
間
に
断
絶
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
問
題
で
あ
ろ
う
。

　
そ
も
そ
も
こ
の
「
伝
統
的
」
と
い
う
語
は
、
具
体
的
に
は
い
つ
の
時
代
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
「
伝
統
的
」
な
前
近
代
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中近世における水辺のfコモンズ」と村落・荘郷・宮座（佐野）

社
会
に
お
い
て
は
、
資
源
の
利
用
形
態
は
不
変
で
、
固
定
的
に
保
持
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
資
源
利
用
を
め
ぐ
る
社
会
的
規
制
は
、
資
源
の

現
存
量
や
経
済
的
諸
条
件
に
よ
っ
て
容
易
に
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
は
成
り
立
た
な
い
。
「
コ
モ
ン
ズ
」
が
村
落

と
関
わ
る
も
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
村
落
の
発
達
段
階
に
応
じ
て
変
化
を
重
ね
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
よ
っ
て
近
現
代
の
「
コ
モ
ン
ズ
」
に
見
出

さ
れ
る
諸
特
性
を
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
近
世
以
前
に
遡
及
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
そ
こ
で
本
研
究
で
は
、
「
コ
モ
ン
ズ
」
研
究
に
歴
史
的
視
点
を
導
入
し
、
長
期
的
な
時
間
軸
の
中
で
そ
の
展
開
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。
「
コ
モ
ン
ズ
」
の
「
む
ら
の
み
ん
な
の
も
の
」
と
い
う
共
同
性
と
そ
の
受
益
範
囲
の
確
立
過
程
を
、
中
近
世
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
検

証
す
る
。
さ
ら
に
、
現
実
に
は
経
済
的
格
差
の
あ
っ
た
村
回
国
で
、
「
コ
モ
ン
ズ
」
利
用
の
平
等
性
が
保
持
さ
れ
る
根
拠
に
つ
い
て
も
検
討
し

て
み
た
い
。
研
究
の
方
法
と
し
て
は
、
中
近
世
文
書
の
分
析
と
あ
わ
せ
て
、
歴
史
地
理
学
的
手
法
に
よ
り
各
時
期
の
景
観
を
復
原
し
、
村
落
を

取
り
巻
く
自
然
資
源
と
そ
の
利
用
形
態
を
長
期
的
な
動
態
と
し
て
分
析
す
る
。
以
上
の
よ
う
な
歴
史
的
分
析
が
、
「
コ
モ
ン
ズ
」
研
究
に
お
い

て
果
た
し
う
る
役
割
に
つ
い
て
検
証
し
た
い
。

2

硫
究
の
対
象
地
域
i
水
辺
の
「
コ
モ
ン
ズ
」
と
し
て
の
「
二
心
リ
」
一

　
本
稿
で
は
、
考
察
対
象
と
し
て
水
辺
の
「
コ
モ
ン
ズ
」
を
取
り
上
げ
る
。
入
会
制
度
が
成
り
立
っ
て
い
た
の
は
、
私
的
占
有
が
強
く
作
用
す

る
耕
地
を
除
い
た
い
わ
ゆ
る
「
山
野
河
海
」
で
あ
る
が
、
従
来
の
歴
史
的
視
点
に
よ
る
入
会
研
究
は
、
こ
の
う
ち
山
林
・
原
野
と
い
う
陸
域
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

中
心
と
し
て
お
り
、
河
海
水
域
を
対
象
と
す
る
研
究
は
活
発
で
は
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
こ
の
河
海
に
つ
い
て
、
特
に
陸
域
と
の
境
界
帯
を
な

す
水
辺
空
間
に
注
目
す
る
。

　
水
陸
の
境
に
は
、
潮
間
帯
の
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
や
淡
水
沿
岸
の
越
水
植
物
帯
の
よ
う
に
、
水
域
と
も
陸
域
と
も
つ
か
な
い
曖
昧
な
空
間
が
存

在
す
る
。
こ
れ
ら
の
水
陸
移
行
帯
は
、
生
態
学
的
に
は
水
陸
の
生
物
群
集
が
接
す
る
エ
コ
ト
ー
ン
と
し
て
、
そ
の
生
物
多
様
性
の
高
さ
が
評
価

　
　
　
　
⑧

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
水
辺
と
い
う
空
間
が
人
間
に
と
っ
て
も
生
物
資
源
の
豊
富
な
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
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水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
で
は
、
歴
史
時
代
を
通
じ
て
漁
携
な
ど
様
々
な
資
源
利
用
の
生
業
活
動
が
行
わ
れ
て
お
り
、
有
用
性
の
高
い
空
間
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

　
本
稿
で
は
、
こ
の
水
辺
空
間
に
お
け
る
資
源
の
共
同
利
用
に
つ
い
て
考
察
す
る
が
、
中
世
・
近
世
に
遡
る
歴
史
的
分
析
の
た
め
に
は
、
史
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
多
数
残
存
す
る
地
域
を
対
象
に
選
ぶ
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
適
う
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
、
本
稿
で
は
琵
琶
湖
岸
の
水
辺
空
間
で
あ
る
「
ヨ
シ

帯
」
を
取
り
上
げ
る
。
湖
水
と
陸
域
の
問
に
広
が
る
ヨ
シ
帯
（
鐘
抽
水
植
物
帯
）
は
、
生
物
多
様
性
の
高
い
水
辺
エ
コ
ト
ー
ン
の
典
型
と
さ
れ

　
　
⑪

て
い
る
。
ヨ
シ
帯
は
、
琵
琶
湖
独
自
の
漁
法
で
あ
る
「
鰍
（
エ
リ
）
」
の
漁
場
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
エ
リ
に
は
「
村
エ
リ
」
と
い
う
村
単

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

位
の
共
同
用
益
形
態
が
存
在
し
、
村
の
「
コ
モ
ン
ズ
」
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
エ
リ
漁
に
関
し
て
は
、
中
近
世
の
文
書
史
料
が
断

片
的
な
が
ら
も
残
存
し
て
お
り
、
な
か
に
は
十
三
世
紀
に
遡
る
も
の
も
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
ヨ
シ
帯
に
お
け
る
「
蓄
髪
リ
」

を
事
例
と
し
て
、
水
辺
の
「
コ
モ
ン
ズ
」
が
形
成
さ
れ
る
経
緯
と
そ
の
享
受
者
の
変
容
過
程
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
な
お
、
こ
の
よ
う
な
水
辺
の
利
用
史
研
究
に
際
し
て
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
網
野
善
彦
が
提
起
し
た
河
海
水
辺
の
「
無
縁
性
」
の
問

題
で
あ
る
。
網
野
は
、
中
世
の
由
野
河
海
は
「
無
縁
」
の
原
理
で
貫
か
れ
た
「
無
主
」
の
場
で
あ
り
、
浦
・
浜
・
河
海
も
「
有
主
」
の
論
理
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ら
切
り
離
さ
れ
た
「
無
所
有
」
の
空
間
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
網
野
の
論
は
、
そ
こ
が
「
私
的
所
有
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
」

空
間
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
「
コ
モ
ン
ズ
」
論
と
の
接
点
を
見
出
し
う
る
も
の
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
上
述
の
よ
う
に
有
用
な
生
物
資
源
を
内

包
す
る
水
辺
空
間
が
、
だ
れ
の
所
有
も
及
ば
な
い
「
無
所
有
」
の
地
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
現
地
の
実
態
を
ふ
ま
え
た
十
分
な
検

討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
分
析
し
て
み
た
い
。

①
門
コ
モ
ン
ズ
（
○
・
ヨ
ヨ
8
ω
）
」
の
語
は
か
つ
て
「
共
有
地
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と

　
が
多
か
っ
た
が
、
近
年
で
は
所
有
権
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
質
的
に
共
同
利

　
用
・
管
理
が
成
り
立
っ
て
い
る
自
然
資
源
と
、
そ
の
利
用
・
管
理
制
度
（
権
利
）

　
を
指
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
（
井
上
真
「
自
然
資
源
の
共
同
管
理
制
度
と
し
て
の

　
コ
モ
ン
ズ
」
（
井
上
真
・
宮
内
泰
介
編
目
コ
モ
ン
ズ
の
社
会
愚
†
』
新
曲
社
、
二
〇

　
〇
一
）
一
一
二
八
頁
）
。
本
稿
も
こ
の
定
義
に
従
い
、
共
同
利
用
さ
れ
る
自
然
資

　
源
自
体
と
そ
の
用
益
権
の
両
方
を
含
め
て
、
「
コ
モ
ン
ズ
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

②
具
体
的
な
研
究
事
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
近
年
、
室
田
武
ら
が
英
米

　
を
含
め
た
「
コ
モ
ン
ズ
」
研
究
の
動
向
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
。
室
田
武
・
三

　
俣
学
『
入
会
林
野
と
コ
モ
ン
ズ
輪
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
四
。
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③
閃
Φ
①
ξ
甲
U
‘
じ
d
Φ
蒔
①
9
甥
‘
鼠
。
9
ざ
じ
σ
．
魯
餌
民
》
畠
Φ
ω
8
し
・
ζ
㌦
察
Φ

　
6
鑓
α
Q
①
を
。
｛
艶
Φ
O
o
臼
誉
8
曾
6
♂
＜
Φ
三
く
・
署
。
磁
㊦
胃
ω
ピ
簿
曾
、
り
冬
ミ
§
肉
ミ
軽
り

　
一
〇
。
（
一
）
甲
一
8
ρ
署
’
一
－
6
．

④
前
掲
③
、
鳥
越
皓
之
「
コ
モ
ン
ズ
の
利
用
権
を
享
受
す
る
老
」
環
境
社
会
学
研

　
忠
心
、
一
九
九
七
、
五
～
一
四
頁
。
三
井
昭
二
「
入
会
林
野
論
」
（
船
越
昭
治
編

　
糊
森
林
・
林
業
・
山
村
問
題
研
究
入
門
匝
地
球
社
、
一
九
九
九
）
七
八
～
九
二
頁
。

⑤
藤
村
美
穂
「
「
み
ん
な
の
も
の
」
と
は
何
か
一
む
ら
の
土
地
と
人
」
（
井
上

　
真
・
宮
内
泰
介
器
用
コ
モ
ン
ズ
の
社
会
学
』
新
曜
社
、
二
〇
〇
一
）
三
二
一
五
四

　
頁
。

⑥
例
え
ば
、
多
辺
田
政
弘
『
コ
モ
ン
ズ
の
経
済
学
』
学
陽
書
房
、
一
九
九
〇
、
藤

　
村
美
穂
「
社
会
関
係
か
ら
み
た
自
然
観
」
（
年
報
村
落
社
会
研
究
第
三
二
集

　
魍
川
・
池
・
湖
・
海
自
然
の
再
生
二
～
世
紀
へ
の
視
点
』
農
文
責
、
一
九
九

　
六
）
六
九
～
九
五
頁
、
前
掲
④
鳥
越
論
文
な
ど
。

⑦
そ
の
貴
重
な
成
果
と
し
て
、
近
琶
以
来
の
沿
岸
漁
場
の
共
同
用
益
形
態
（
総
百

　
姓
入
会
漁
場
）
に
つ
い
て
論
じ
た
以
下
の
研
究
は
重
視
さ
れ
る
。
河
野
通
博
凹
漁

　
場
用
益
形
態
の
研
究
隔
、
一
九
六
～
。
二
野
瓶
徳
夫
『
漁
業
構
造
の
史
的
展
開
』

　
御
茶
の
水
書
虜
、
一
九
六
二
。

⑧
巖
佐
庸
・
松
本
忠
夫
ほ
か
編
星
態
学
辞
典
㎞
共
立
出
版
、
二
〇
〇
三
、
三
五

二
　
近
世
及
び
中
世
末
期
の
「
村
エ
リ
」
と
村
鎮
守
社

1

エ
リ
の
捕
獲
原
理
と
ヨ
シ
帯

　
頁
。

⑨
佐
野
静
代
「
琵
琶
湖
岸
内
湖
周
辺
地
域
に
お
け
る
伝
統
的
環
境
利
用
シ
ス
テ
ム

　
と
そ
の
崩
壊
」
地
理
学
評
論
七
六
－
皿
、
二
〇
〇
三
、
一
九
～
四
三
頁
。
佐
野
静

　
代
「
エ
コ
ト
ー
ン
と
し
て
の
潟
湖
に
お
け
る
伝
統
的
生
業
活
動
と
「
コ
モ
ン
ズ
」

　
1
近
世
～
近
代
の
八
郎
潟
の
生
態
系
と
生
物
資
源
の
利
用
を
め
ぐ
っ
て
」
国
立

　
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
第
一
二
三
号
、
二
画
面
五
、
一
一
⊥
一
幕
頁
。

⑩
水
辺
の
「
コ
モ
ン
ズ
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
菅
豊
が
千
葉
県
手
賀
沼
沿
岸
村
落
を

　
中
心
に
い
連
の
民
俗
学
的
分
析
を
行
っ
て
お
り
、
水
辺
幽
間
を
対
象
と
し
た
数
少

　
な
い
研
究
成
果
と
し
て
注
目
さ
れ
る
が
、
そ
の
共
同
罵
益
自
体
の
歴
史
的
分
析
は
、

　
近
世
末
期
ま
で
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
菅
豊
「
コ
モ
ン
ズ
と
し
て
の
「
水
辺
」

　
1
手
賀
沼
の
環
境
誌
扁
（
井
上
真
・
宮
内
泰
介
編
『
コ
モ
ン
ズ
の
社
会
学
』
新

　
曜
社
、
二
〇
〇
一
）
九
六
一
一
一
九
頁
な
ど
。

⑪
環
境
政
策
研
究
会
編
蝋
琵
琶
湖
沿
岸
域
の
土
地
利
用
と
景
観
生
態
』
滋
賀
県
琵

　
琶
湖
研
究
所
、
一
一
〇
〇
二
。

⑫
滋
賀
県
教
育
委
員
会
編
噸
琵
琶
湖
総
合
開
発
地
域
民
俗
文
化
財
特
別
調
査
報
告

　
書
』
～
一
五
、
一
九
七
九
一
一
九
八
三
Q

⑬
網
野
善
彦
『
増
補
無
縁
・
公
界
・
楽
臨
平
凡
社
、
一
九
九
六
（
初
版
～
九
八

　
七
）
。

　
エ
リ
と
は
、
魚
の
通
路
に
竹
簑
を
立
て
め
ぐ
ら
せ
て
設
け
ら
れ
た
迷
津
陥
穽
装
置
で
あ
る
。
魚
を
最
奥
の
陥
穽
部
に
誘
導
し
て
捕
獲
す
る
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

酸
性
の
漁
法
で
あ
る
。
琵
琶
湖
で
の
エ
リ
の
歴
史
は
古
く
、
十
世
紀
の
和
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
ほ
か
、
近
年
で
は
発
掘
調
査
に
よ
り
古
墳
時
代
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図1　18世紀における安治村周辺の地形とエ

　　　リ分布

※「江州野洲郡安治村与国原村杭打論所地改見

　分絵図写」天明2年（安治区有文書），及び「野

　田村葭地鼠絵図」元禄11年（野田村文書）を

　明治期の2万分の1地形図に投影して作成。

に
さ
か
の
ぼ
る
エ
リ
遺
構
が
検
出
さ
れ

　
　
②

て
い
る
。

　
エ
リ
が
主
な
漁
獲
対
象
と
し
て
い
る

の
は
、
春
期
に
産
卵
の
た
め
に
湖
岸
に

近
づ
い
て
く
る
フ
ナ
な
ど
の
コ
イ
科
魚

類
で
あ
る
。
特
に
高
い
価
値
を
有
す
る

ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ
ブ
ナ
・
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
は
、

平
時
は
琵
琶
湖
沖
合
域
に
生
息
し
て
い

る
が
、
五
月
～
七
月
の
繁
殖
期
に
は
、

大
群
を
な
し
て
湖
岸
の
ヨ
シ
帯
や
水
草

に
産
卵
す
る
。
こ
れ
ら
抱
卵
魚
の
捕
獲
に
最
も
適
し
た
漁
法
が
エ
リ
漁
で
あ
り
、
産
卵
場
所
と
な
る
ヨ
シ
帯
付
近
に
は
多
数
の
エ
リ
が
設
け
ら

れ
て
い
た
（
図
－
）
。
こ
の
よ
う
に
、
エ
リ
は
ヨ
シ
帯
と
い
う
水
辺
空
間
と
切
り
離
せ
な
い
関
係
に
あ
る
。

　
ヨ
シ
群
落
は
風
波
に
弱
い
た
め
、
内
湾
・
入
江
な
ど
の
穏
や
か
な
水
域
で
な
い
と
発
達
し
な
い
。
琵
琶
湖
沿
岸
に
は
湖
上
の
風
波
か
ら
切
り

離
さ
れ
た
潟
湖
地
形
1
1
「
内
湖
」
が
多
く
存
在
し
て
お
り
、
ヨ
シ
の
格
好
の
生
育
地
と
な
っ
て
い
た
。
エ
リ
も
こ
れ
ら
の
内
湖
に
多
く
立
て
ら

れ
て
い
た
が
、
こ
の
袋
状
の
湾
入
地
形
に
お
い
て
は
、
入
り
口
に
あ
た
る
水
路
部
分
が
、
琵
琶
湖
か
ら
遡
上
す
る
魚
道
と
し
て
重
要
と
な
る
。

こ
の
地
点
に
設
置
さ
れ
た
エ
リ
は
遡
上
魚
を
一
網
打
尽
に
す
る
た
め
、
最
大
漁
獲
と
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
内
評
喉
元
の
エ
リ
が
村
全
員
で
共

同
用
益
さ
れ
る
「
村
エ
リ
」
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
村
の
「
コ
モ
ン
ズ
」
と
し
て
の
エ
リ
で
あ
る
。

　
村
の
財
産
と
し
て
の
エ
リ
に
つ
い
て
は
、
安
室
知
が
エ
リ
漁
の
盛
ん
な
守
山
市
千
島
区
（
近
世
の
木
浜
村
）
の
事
例
に
つ
い
て
報
告
し
て
い

る
。
霊
宝
区
有
の
「
地
下
エ
リ
」
は
入
札
で
行
使
者
を
決
め
た
が
、
そ
の
入
札
代
金
は
一
部
が
区
の
経
費
に
あ
て
ら
れ
た
後
、
居
住
者
全
戸
へ
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③

平
等
に
配
分
さ
れ
た
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
近
代
の
琵
琶
湖
で
は
木
浜
以
外
の
村
に
お
い
て
も
、
村
民
全
員
で
用
益
さ
れ
る
「
村
エ
リ
」
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
エ
リ
は
「
地
下
エ

リ
」
「
惣
エ
リ
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
地
下
」
や
「
惣
」
と
い
う
呼
称
は
、
近
世
村
落
の
「
村
堅
実
」
や
、
中
世
の
「
二
村
」

を
想
起
さ
せ
る
。
全
戸
へ
の
配
当
額
が
均
等
で
あ
る
こ
と
も
、
中
世
惣
村
の
構
成
員
間
の
フ
ラ
ッ
ト
な
関
係
性
を
連
想
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な

「
斜
月
リ
」
の
存
在
は
、
果
た
し
て
申
近
世
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
ま
ず
、
「
村
エ
リ
」
の
起
源
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。

中近世における水辺の「コモンズ」と村落・荘郷・富座（佐野）

2

近
世
安
治
村
の
「
村
エ
リ
」
と
村
社

　
中
近
世
の
エ
リ
史
料
に
恵
ま
れ
た
地
域
と
し
て
、
本
節
で
は
野
洲
郡
の
湖
岸
に
位
置
す
る
安
治
村
を
取
り
上
げ
る
。
安
治
は
、
十
五
世
紀
以

来
の
文
書
群
と
し
て
著
名
な
「
安
治
区
有
文
書
」
を
伝
え
る
村
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
エ
リ
の
関
係
史
料
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
。

　
近
代
の
安
治
村
は
、
明
治
後
期
の
耕
地
整
理
に
伴
う
埋
立
・
干
拓
な
ど
で
、
湖
岸
部
に
大
き
な
改
変
を
受
け
た
た
め
、
エ
リ
漁
も
衰
退
し
て

そ
の
旧
態
は
保
持
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
明
治
初
期
に
滋
賀
県
庁
が
行
っ
た
漁
業
調
査
に
よ
れ
ば
、
こ
の
当
時
ま
で
安
治
村
に
「
村
持
ち

の
エ
リ
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
緬
・
た
だ
し
・
そ
の
名
称
や
位
置
な
ど
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
・
一
友
江
戸
期
の

状
況
に
つ
い
て
安
治
区
有
文
書
で
は
、
「
村
田
リ
」
「
地
下
エ
リ
」
な
ど
と
直
接
明
記
し
て
い
る
記
事
は
見
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
、
近

世
中
期
の
絵
図
に
み
ら
れ
る
エ
リ
の
設
置
場
所
に
注
目
し
た
い
。

　
図
！
は
、
安
治
及
び
隣
村
野
田
の
村
絵
図
を
も
と
に
、
十
八
世
紀
段
階
の
安
治
周
辺
の
湖
岸
地
形
と
エ
リ
の
設
置
位
置
を
復
原
し
た
も
の
で

あ
る
。
琵
琶
湖
岸
に
は
、
「
須
田
内
面
」
と
「
野
田
内
合
」
の
二
つ
の
内
心
が
存
在
し
て
い
た
が
、
こ
の
う
ち
西
側
の
須
田
内
湖
の
入
口
に
注

目
し
た
い
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
部
分
に
エ
リ
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
「
神
事
鰍
」
と
い
う
名
称
の
書
き
込
み
が
あ
る
。
こ
の
「
神
事
エ
リ
」
と
は
、

安
治
区
有
文
書
に
頻
出
す
る
名
称
で
あ
り
、
中
で
も
天
明
年
間
（
一
七
八
二
～
）
に
は
隣
村
須
原
村
と
の
間
で
こ
の
エ
リ
を
め
ぐ
る
相
論
が
起
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こ
っ
て
い
る
。
文
書
で
は
「
魚
道
咽
首
」
の
エ
リ
と
記
さ
れ
、
内
湖
入
口
を
差
し
塞
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
須
原
村
の
漁
獲
が
奪
わ
れ
る
と
の
不

　
　
　
　
　
　
　
⑥

満
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
神
事
エ
リ
」
こ
そ
、
以
下
の
理
由
に
よ
り
安
治
の
「
並
樹
リ
」
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　
こ
の
エ
リ
に
関
わ
る
重
要
な
論
点
は
、
名
称
に
冠
さ
れ
た
「
神
事
」
と
い
う
語
句
で
あ
る
。
「
神
事
エ
リ
」
の
呼
称
は
、
こ
の
エ
リ
が
神
社

の
祭
祀
料
に
充
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
安
治
村
に
は
村
の
鎮
守
と
し
て
戸
津
神
社
が
鎮
座
し
て
お
り
、
中
世
に
さ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
ぼ
る
祭
礼
行
事
で
あ
る
「
神
事
」
が
、
毎
年
正
月
と
九
月
に
行
わ
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
「
神
事
エ
リ
」
と
戸
津
神
社
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。
天
明
九
年
の
戸
津
神
社
の
資
財
を
書
き
上
げ
た
「
御
宮
名

寄
帳
」
に
よ
れ
ば
、
田
・
畑
・
屋
敷
二
反
余
と
並
ん
で
、
「
神
事
鰍
」
鰍
高
二
斗
四
升
と
の
記
載
が
み
ら
れ
る
（
安
治
区
有
文
書
六
一
六
⊥
示
教
二

二
）
。
し
た
が
っ
て
「
神
事
エ
リ
」
は
、
村
社
戸
津
宮
の
所
有
物
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
祭
祀
を
ま
か
な
う
財
源
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
エ
リ
か
ら
の
収
益
が
村
社
に
悪
心
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
村
鎮
守
の
祭
祀
が
遂
行
さ
れ
、
村
域
の
安
穏
が
は
か
ら
れ
る
点
で
村
民
全
体

の
利
益
と
な
る
。
こ
の
意
味
で
「
神
事
エ
リ
」
は
、
村
民
全
体
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
エ
リ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
ら
に
こ
の
「
神
事
エ
リ
」
に
つ
い
て
、
天
明
元
年
の
安
治
村
か
ら
の
口
上
書
に
は
、
「
往
古
よ
り
村
中
家
別
に
芝
生
年
貢
上
納
仕
来
り
候
」

（
安
治
区
有
文
書
四
六
四
一
相
論
五
一
）
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
「
家
別
」
と
は
家
を
単
位
と
し
て
、
家
ご
と
に
割
り
当
て
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
⑧

る
賦
課
形
態
を
示
す
。
つ
ま
り
「
村
中
家
別
」
と
は
、
村
中
の
家
々
に
こ
の
エ
リ
の
貢
租
が
か
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
近
世
の
貢
租

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

は
、
義
務
と
権
利
の
反
対
給
付
で
あ
り
、
つ
ま
り
貢
租
の
負
担
者
が
そ
の
権
益
の
享
受
者
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
神
事
エ
リ
の
費
用
が

村
中
の
家
で
負
担
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
こ
の
エ
リ
が
村
の
全
体
で
行
使
・
享
受
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
村
社
の
供

祭
物
と
さ
れ
つ
つ
も
、
現
実
的
に
は
一
定
の
祭
祀
料
を
超
え
た
漁
獲
に
つ
い
て
は
、
行
使
者
た
る
全
村
民
に
還
元
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

十
八
世
紀
段
階
に
お
い
て
、
す
で
に
「
神
事
エ
リ
」
は
村
民
全
体
を
用
益
対
象
と
す
る
「
村
エ
リ
」
だ
っ
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
。
こ
の

よ
う
に
「
村
エ
リ
」
が
近
世
に
村
鎮
守
社
の
所
有
物
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
事
例
は
、
安
治
の
隣
村
須
原
村
に
お
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
が

　
　
⑩

で
き
る
。
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近
世
村
落
で
は
農
業
再
生
産
・
祭
祀
な
ど
の
共
岡
体
的
経
費
を
、
村
が
主
体
と
な
っ
て
そ
の
構
成
員
に
賦
課
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

り
、
こ
れ
を
一
般
に
「
村
役
」
と
呼
ん
で
い
る
。
領
主
的
課
役
が
「
面
割
」
を
原
則
と
す
る
の
に
比
べ
て
、
「
村
役
」
で
は
よ
り
均
等
性
の
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

い
「
家
割
」
方
式
が
と
ら
れ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
「
神
事
エ
リ
」
の
費
用
が
「
家
割
」
と
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
共
同
体
と
し
て
必
要
な

「
村
役
」
で
あ
り
、
負
担
と
用
益
の
均
等
性
が
意
識
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
「
母
型
」
方
式
に
関
連
す
る
こ
と
と
し
て
、
近
世
村
落
で
は
「
村
役
」
を
負
担
す
る
こ
と
が
、
村
の
成
員
と
認
め
ら
れ
る
資
格
要
件
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

あ
っ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
近
世
初
期
に
お
い
て
は
、
「
村
役
」
を
負
担
し
た
の
は
コ
軒
前
」
と
承
認
さ
れ
た
本
百
姓
の
み
で
あ
っ
た
が
、

一
七
世
紀
末
以
降
に
は
無
高
層
も
「
村
役
」
の
～
部
を
負
担
し
、
村
の
成
員
に
包
括
さ
れ
る
こ
と
で
村
内
利
権
に
あ
ず
か
ろ
う
と
し
た
動
向
が

　
　
　
　
　
　
⑭

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
村
役
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
「
神
事
エ
リ
」
も
、
本
来
そ
の
用
益
は
村
の
成
員
と
認
め
ら
れ
た
者
だ
け
の
権
利
で
あ

っ
た
が
、
一
八
世
紀
に
お
け
る
「
村
中
家
別
に
仕
御
年
貢
」
と
い
う
状
況
は
、
幅
広
い
層
を
包
括
し
た
近
世
中
期
以
降
の
村
落
の
姿
を
示
し
て

い
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
～
八
世
紀
後
半
の
安
治
村
で
は
、
村
民
全
体
で
用
益
さ
れ
る
「
村
エ
リ
」
匪
村
鎮
守
の
供
祭
エ
リ
の
存
在
が
確
か
め
ら
れ
、

さ
ら
に
そ
の
用
益
権
が
村
の
成
員
資
格
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

3

十
六
世
紀
の
安
治
惣
村
と
「
村
エ
リ
」

　
近
世
の
安
治
村
で
み
た
「
神
事
エ
リ
」
は
、
実
は
中
世
ま
で
そ
の
存
在
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。
断
片
的
で
は
あ
る
が
、
安
治
区
有

文
書
に
は
中
世
の
エ
リ
の
記
録
が
含
ま
れ
て
お
り
、
中
世
後
期
の
安
治
に
、
「
神
事
ゑ
り
」
「
小
ゑ
り
」
（
後
述
）
と
い
う
二
つ
の
エ
リ
が
存
在

し
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

　
「
神
事
エ
リ
」
の
名
を
記
す
文
書
は
三
通
あ
り
、
い
ず
れ
も
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
の
年
紀
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
鮨
上
納
日

記
」
（
安
治
区
有
文
書
一
〇
九
中
1
＝
＝
）
に
は
、
百
五
十
八
個
の
貢
進
用
鮒
鮨
の
う
ち
、
「
五
つ
　
内
三
つ
神
事
ゑ
り
　
不
出
　
道
ゆ
う
」
「
二
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つ
　
神
事
ゑ
り
　
九
郎
衛
門
」
と
し
て
、
神
事
エ
リ
に
関
わ
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
人
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
、
同
年
の
「
鮨
駄
賃
集
日
記
」

（
安
治
区
有
文
書
一
〇
門
中
1
ご
｝
三
）
に
も
、
「
三
文
神
事
ゑ
り
分
　
道
祐
」
と
し
て
同
じ
人
名
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
、

「
神
事
エ
リ
」
が
中
世
末
期
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
同
時
期
の
エ
リ
の
運
営
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
区
有
文
書
中
の
同
じ
く
天
正
十
六
年
、
「
鰍
銭
集
日
記
」
（
安
治
区
有
文
書

一
〇
天
中
－
一
一
δ
）
な
る
史
料
で
あ
る
。
こ
の
記
録
は
、
村
が
集
め
た
銭
の
書
き
付
け
で
あ
り
、
全
部
で
二
十
四
人
の
名
が
記
さ
れ
、
う
ち
十

六
人
か
ら
三
十
六
文
、
八
人
か
ら
四
十
文
ず
つ
を
徴
収
し
て
い
る
様
子
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
村
が
主
体
と
な
っ
て
賦
課
す
る
「
村

役
」
で
あ
り
、
「
村
エ
リ
」
の
費
用
を
家
別
に
徴
収
し
た
台
帳
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

　
こ
の
文
書
に
は
、
エ
リ
の
個
別
的
な
名
称
が
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
村
内
の
ど
の
エ
リ
に
課
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。

し
か
し
あ
え
て
エ
リ
の
名
を
指
定
し
な
い
こ
の
よ
う
な
書
式
は
、
む
し
ろ
当
「
賃
銭
」
が
、
村
の
「
コ
モ
ン
ズ
」
と
な
っ
て
い
る
エ
り
す
べ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

を
対
象
に
課
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
当
村
で
最
大
の
漁
獲
を
持
っ
て
い
た
「
神
事
エ
リ
」
が
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
「
鰍
銭
」
の

う
ち
多
く
を
占
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
中
世
に
お
い
て
も
、
エ
リ
の
貢
租
を
課
さ
れ
る
者
が
、
同
時
に
エ
リ
の
用
益
権
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
鰍
銭
集

日
記
」
に
記
載
の
二
十
四
名
が
、
当
時
の
「
村
エ
リ
」
の
行
使
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、

こ
の
二
十
四
名
の
な
か
に
、
同
年
の
「
鮨
駄
賃
集
日
記
」
等
に
お
い
て
「
神
事
エ
リ
」
分
を
負
担
し
て
い
た
道
祐
の
名
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
で

あ
る
。
道
祐
は
、
こ
の
三
年
後
の
天
正
十
九
年
に
は
安
治
村
の
「
お
と
な
衆
」
と
し
て
み
え
る
人
物
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で
も
村
で
の
地
位
は

低
く
は
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
道
祐
と
同
様
に
、
天
正
十
九
年
の
他
の
「
お
と
な
衆
」
榛
名
も
、
「
端
銭
集
日
記
」
に
は
見
あ
た
ら
な
い
。

し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
彼
ら
に
「
村
エ
リ
」
の
用
益
権
が
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
彼
ら
は
お
そ
ら
く
天
正
十
六
年
段
階
で

も
「
お
と
な
衆
」
か
そ
れ
に
近
い
立
場
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
そ
の
役
給
な
ど
と
し
て
エ
リ
銭
を
免
除
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

道
祐
が
「
神
事
エ
リ
」
分
の
鮨
駄
賃
を
負
担
し
て
い
た
ご
と
く
、
「
お
と
な
」
も
「
村
エ
リ
」
の
用
益
自
体
に
は
関
わ
っ
て
い
た
も
の
と
推
定
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さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
仮
定
す
る
と
、
「
村
エ
リ
」
の
用
益
に
預
か
っ
た
の
は
、
二
十
四
名
＋
お
と
な
衆
（
六
月
余
）
の
合
計
三
十
名
盤
と
な
る
。
こ
の

数
字
が
、
当
時
の
安
治
村
の
全
戸
数
と
は
～
致
し
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
天
正
七
年
の
家
数
改
め
（
安
治
区
有
文
書
二
三
申
⊥
エ
ハ
・
二

七
）
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
安
治
村
の
戸
数
は
四
十
二
軒
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
当
時
の
安
治
村
の
居
住
者
の
う
ち
、
「
村
エ
リ
」
の
用

益
権
を
持
っ
て
い
た
の
は
全
戸
で
は
な
く
、
限
ら
れ
た
メ
ン
バ
ー
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
「
村
エ
リ
」
を
行
使
し
て
い
た
こ
の
三
十
名
と
い
う
数
字
は
、
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
当
時
の
安
治
に
は
惣
村
が
形
成
さ
れ
て
い
た

が
、
そ
の
惣
衆
の
数
が
三
十
余
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
中
世
の
近
江
で
は
、
村
落
内
部
に
惣
の
成
員
と
非
成
員
が
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
戦
国
期
安
治
の
村
落
構
造
を
分
析
し
た
脇
田
修
は
、
安
治
に
も
惣
の
成
員
と
「
わ
き
衆
」
と
の
区
別
が
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

惣
の
借
米
返
済
割
付
か
ら
逆
算
す
れ
ば
、
天
正
期
に
お
け
る
安
治
惣
の
成
員
は
三
十
～
三
十
三
軒
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
中
世
末
期
の
安
治
で
「
村
エ
リ
」
を
行
使
で
き
た
の
は
、
こ
れ
ら
惣
の
成
員
の
み
で
あ
っ
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
。

　
こ
の
よ
う
な
エ
リ
の
用
益
権
と
惣
と
の
関
わ
り
は
、
岡
じ
水
辺
の
資
源
で
あ
る
ヨ
シ
に
つ
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
天
正
九
年
に

は
、
よ
し
公
事
に
伴
う
樽
代
が
、
惣
の
衆
中
で
「
次
（
な
み
）
」
、
す
な
わ
ち
均
等
負
担
さ
れ
て
お
り
（
安
治
区
有
文
書
六
二
中
一
六
八
）
、
さ
ら
に

同
日
付
で
出
さ
れ
た
「
安
治
村
よ
し
の
掟
淫
事
」
（
安
治
区
有
文
書
六
一
二
中
－
六
九
）
に
は
、
村
に
よ
る
ヨ
シ
刈
り
時
期
の
協
定
・
ぬ
け
が
け
の
禁

止
に
加
え
て
、
「
此
衆
中
之
内
、
私
用
所
御
入
釜
煎
、
皆
々
次
半
分
定
、
奪
取
悪
事
」
と
の
条
が
あ
る
。
「
此
衆
中
」
と
は
全
員
で
な
く
限
定
さ

れ
た
メ
ン
バ
ー
を
意
味
す
る
語
で
あ
り
、
そ
の
内
部
で
の
均
等
利
用
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
藤
木
久
志
は
こ
れ
を
、
「
一
軒
前
の
藍
の
共
同
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

用
権
を
持
つ
標
準
的
な
村
の
成
員
だ
け
を
指
す
も
の
」
と
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
中
世
末
期
に
お
い
て
村
の
エ
リ
や
ヨ
シ
を
用
益
で
き
た
の
は
、
惣
の
構
成
員
に
限
ら
れ
て
お
り
、
水
辺
の
資
源
が
惣
に
よ

っ
て
管
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
惣
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
均
等
家
母
の
配
分
と
賦
課
は
、
近
世
に
お
け
る
「
村
役
」
の
起
源
を
な
す
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
で
あ
り
、
中
世
に
お
い
て
も
、
そ
の
負
担
を
果
た
す
こ
と
が
惣
の
成
員
と
認
め
ら
れ
る
必
須
条
件
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
エ
リ
・
ヨ
シ

フ5 （855）



な
ど
水
辺
の
用
益
権
は
、
惣
の
成
員
権
と
一
体
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

4

惣
村
鎮
守
社
の
宮
座
と
「
神
物
」

76　（856）

　
以
上
の
よ
う
に
、
水
辺
の
「
コ
モ
ン
ズ
」
の
成
立
と
は
、
惣
衆
す
な
わ
ち
中
世
惣
村
の
確
立
と
切
り
離
せ
な
い
関
係
に
あ
る
こ
と
に
注
目
し

た
い
。
つ
ま
り
、
近
世
・
近
代
以
降
に
つ
な
が
る
「
村
の
コ
モ
ン
ズ
」
と
は
、
中
世
に
お
け
る
通
有
財
産
に
起
源
を
持
っ
て
い
る
可
能
性
が
提

起
さ
れ
る
。

　
村
の
「
コ
モ
ン
ズ
」
と
惣
有
財
産
を
め
ぐ
っ
て
、
さ
ら
に
問
題
と
な
る
の
は
、
惣
村
と
宮
座
の
関
係
で
あ
る
。
惣
が
村
の
宮
座
と
不
可
分
の

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
中
世
後
期
の
安
治
に
も
、
村
鎮
守
で
あ
る
戸
津
神
社
の
宮
座
が
形
成
さ
れ
て

い
た
。
こ
の
宮
座
の
長
老
で
あ
る
「
お
と
な
衆
」
が
、
一
方
で
は
安
治
惣
の
「
惣
代
」
と
し
て
も
姿
を
見
せ
て
い
る
よ
う
に
、
村
社
の
宮
座
と

惣
は
実
体
的
に
は
同
義
で
あ
喚
安
治
で
は
宮
座
衆
と
惣
の
衆
中
と
が
乱
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
撫
・
近
世
の
「
神
事
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

リ
」
が
戸
津
神
社
の
所
有
物
で
あ
っ
た
の
と
同
様
に
、
中
世
で
も
「
神
事
エ
リ
」
は
戸
津
宮
の
祭
祀
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
村

鎮
守
の
供
祭
エ
リ
の
管
理
に
あ
た
る
宮
座
衆
こ
そ
、
す
な
わ
ち
安
治
惣
の
衆
中
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
宮
座
と
は
、
神
社
の
祭
祀
権
を
有
す
る
者
の
集
団
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
神
社
の
祭
祀
料
負
担
と
対
に
な
っ
た
用
益
享
受
権
を
持
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
神
社
財
産
の
用
益
権
は
、
基
本
的
に
宮
座
構
成
員
が
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
安
治
の
立
衆
が
村
社
の
エ
リ
を
行
使
し
え
た
の
は
、

戸
津
神
社
の
宮
座
衆
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
申
世
末
期
に
お
け
る
惣
の
エ
リ
が
、
第
～
義
的
に
は
村
社
戸
津
宮
の
供
祭
エ
リ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

惣
村
の
成
立
基
盤
に
は
、
「
年
貢
の
地
下
請
」
「
惣
掟
・
自
検
断
権
の
確
立
」
と
並
ん
で
「
無
漏
地
の
獲
得
」
が
あ
げ
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
の
総

有
財
産
が
、
本
質
的
に
は
村
鎮
守
の
「
神
物
」
に
起
源
を
持
つ
可
能
性
が
提
起
さ
れ
る
。
よ
っ
て
村
の
「
コ
モ
ン
ズ
」
の
形
成
を
論
じ
る
た
め

．
に
は
、
全
村
鎮
守
社
と
そ
の
「
神
物
」
の
確
立
過
程
に
つ
い
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
次
章
以
下
で
、
こ
の
間
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
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①
　
曾
根
好
忠
「
さ
・
み
つ
に
蟹
が
き
さ
干
せ
り
春
ご
と
に
え
り
さ
す
民
の
し
わ
ざ

　
な
ら
し
も
」
（
門
夫
木
集
㎞
巻
五
、
春
雑
）
。

②
滋
賀
県
教
育
委
員
会
・
滋
賀
県
文
化
財
保
護
協
会
『
赤
野
井
湾
遺
跡
第
二
分

　
冊
㎞
、
｝
九
九
八
、
二
一
七
一
二
六
五
頁
。

③
安
慧
知
「
エ
リ
を
め
ぐ
る
民
俗
①
琵
琶
湖
の
エ
リ
〈
前
篇
と
横
須
賀
布
人
文

　
博
物
館
研
究
報
告
（
入
文
）
三
四
、
一
九
八
九
、
一
～
二
四
頁
。

④
一
章
⑨
佐
野
（
二
〇
Ω
二
）
論
文
。

⑤
滋
賀
県
庁
所
蔵
行
政
文
書
「
鰍
ノ
部
漁
魚
税
取
調
事
類
」
中
の
編
次
四
「
野

　
洲
郡
鰍
漁
収
穫
取
調
表
」
に
よ
る
。

⑥
安
治
区
有
文
書
五
〇
一
－
相
論
八
六
「
境
目
雲
井
飢
場
出
入
」
天
明
三
年
八
月

　
（
以
下
、
安
治
区
有
文
轡
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
中
主
町
教
育
委
員
会
編
曲
近
江

　
国
野
洲
郡
安
治
区
有
文
書
目
録
騙
、
一
九
九
五
の
文
書
番
号
に
よ
る
。
）

⑦
川
崎
幸
　
「
村
落
自
治
と
宮
座
」
（
中
主
町
教
育
委
員
会
編
『
近
江
国
野
洲
郡

　
安
治
区
有
文
書
匿
録
撫
、
｝
九
九
五
）
～
九
九
～
二
〇
九
頁
。

⑧
室
町
時
代
語
辞
典
編
修
委
員
会
編
『
時
代
別
国
語
大
型
典
室
町
時
代
編
一
』

　
三
省
堂
、
一
九
八
五
。

⑨
水
本
邦
彦
「
村
共
同
体
と
村
支
配
」
（
同
魍
近
世
の
村
社
会
と
国
家
』
東
京
大

　
学
出
版
会
、
一
九
八
七
）
一
九
～
～
二
～
八
頁
。
藤
木
久
志
「
移
行
期
村
落
論
」

　
（
同
『
村
と
領
主
の
戦
国
世
界
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
）
三
〇
七
⊥
ニ

　
ニ
六
頁
。

⑩
須
原
村
苗
田
神
社
文
書
「
氏
神
様
鍛
鰍
内
鰍
作
方
二
付
差
入
一
札
偏
安
政
二
年

　
六
月
。

⑪
凹
国
史
大
辞
典
㎞
「
村
役
」
の
項
、
お
よ
び
前
掲
⑨
。

⑫
前
掲
⑨
藤
木
論
文
、
お
よ
び
噸
国
史
大
辞
典
臨
。

⑬
水
本
邦
彦
「
村
と
村
民
…
今
堀
村
に
お
け
る
」
（
同
『
近
世
の
郷
村
自
治
と

　
行
政
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
）
三
～
一
七
頁
、
お
よ
び
『
国
史
大
辞

　
典
騙
。

⑭
前
掲
⑨
藤
木
論
文
。
水
本
邦
彦
「
前
期
村
方
騒
動
と
小
百
姓
扁
（
同
咽
近
世
の

　
村
社
会
と
国
家
輪
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
）
六
九
～
一
〇
五
頁
。

⑮
安
治
区
有
文
書
の
中
世
分
に
は
、
エ
リ
の
固
有
名
称
と
し
て
は
「
神
事
ゑ
り
」

　
と
後
述
す
る
「
小
ゑ
り
」
以
外
に
記
載
が
な
い
。
ま
た
近
世
分
を
含
め
て
他
に
特

　
定
の
エ
リ
の
名
を
記
し
た
「
飢
銭
集
」
の
記
録
は
存
在
し
な
い
。

⑯
例
え
ば
蒲
生
郡
今
堀
村
で
は
、
「
村
人
」
と
「
村
人
ニ
テ
無
物
」
と
の
厳
密
な

　
区
別
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
仲
村
研
編
『
今
堀
日
吉
神
社
文
書
集

　
成
』
雄
山
閣
出
版
、
～
九
八
一
、
文
書
番
号
三
六
三
号
。

⑰
脇
田
修
『
織
田
政
権
の
基
礎
構
造
㎞
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
。

⑱
藤
木
久
志
「
村
の
当
知
行
」
（
永
原
慶
二
・
所
理
喜
滞
積
州
戦
国
期
職
人
の
系

　
譜
㎏
角
川
書
店
、
一
九
八
九
）
二
五
一
一
二
七
四
頁
。

⑲
前
掲
⑨
藤
木
論
文
。
勝
俣
鎮
夫
「
戦
国
時
代
の
村
落
扁
（
同
『
戦
国
時
代
論
晒

　
山
石
波
書
店
、
　
一
九
九
六
）
　
一
一
三
｝
貝
。

⑳
安
治
の
天
文
～
永
禄
期
の
宮
座
人
数
は
三
〇
人
台
で
あ
り
、
脇
田
の
推
測
す
る

　
惣
衆
の
数
と
ほ
ぼ
合
致
し
て
い
る
。
ま
た
惣
の
構
成
員
で
な
い
「
わ
き
衆
」
は
、

　
神
事
米
の
配
分
に
も
与
っ
て
お
ら
ず
、
宮
座
か
ら
も
排
除
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確

　
認
さ
れ
て
い
る
。
高
牧
實
『
宮
座
と
村
落
の
史
的
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
～
九
八

　
六
、
一
一
二
三
ー
ニ
ニ
八
百
ハ
。

⑳
先
述
の
よ
う
に
、
宮
座
の
「
お
と
な
衆
」
が
門
神
事
エ
リ
」
分
の
鮨
駄
賃
を
出

　
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

⑫
　
安
藤
精
一
『
近
世
宮
座
の
史
的
研
究
輪
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
〇
、
一
一
七
～

　
二
八
頁
。

⑳
　
石
田
羨
人
「
惣
に
つ
い
て
漏
史
林
三
八
－
六
、
～
九
五
五
、
六
七
一
九
〇
頁
。
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三
　
中
世
後
期
に
お
け
る
荘
・
郷
の
エ
リ
と
大
宮
座
衆

1

荘
郷
鎮
守
社
の
供
祭
エ
リ
と
惣
郷
（
惣
荘
）

　
安
治
区
有
文
書
に
は
、
中
世
に
存
在
し
た
エ
リ
と
し
て
「
神
事
エ
リ
」
の
他
に
、
「
小
エ
リ
」
と
い
う
名
称
が
頻
出
す
る
。
区
有
文
書
中
最

古
の
明
応
三
（
一
四
九
四
）
年
「
い
ろ
い
ろ
帳
」
（
安
治
区
有
文
書
一
中
－
一
）
に
は
、
こ
の
エ
リ
に
関
し
て
「
小
ゑ
り
の
く
さ
い
の
ま
へ
」
と
の

表
現
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
つ
ま
り
小
エ
リ
も
、
す
で
に
十
五
世
紀
段
階
に
お
い
て
、
供
祭
の
エ
リ
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
。
本
章
で
は
ま
ず
、
こ
の
小
エ
リ
を
領
し
た
神
社
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
小
エ
リ
は
中
世
以
降
、
近
世
に
も
存
続
し
て
お
り
、
十
八
世
紀
の
絵
図
で
は
安
治
村
の
東
方
、
野
田
礁
湖
の
入
り
口
部
分
に
描
か
れ
て
い
る

（
図
－
）
。
野
田
内
湖
に
は
安
治
村
と
野
田
村
と
の
境
界
線
が
走
っ
て
お
り
、
「
小
馬
リ
」
は
こ
の
村
前
付
近
に
位
置
し
て
い
る
（
近
世
の
工
臨
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
、
「
小
エ
リ
」
は
野
田
村
領
と
な
っ
て
い
る
）
。
「
小
エ
リ
」
の
設
置
場
所
は
野
田
内
湖
の
喉
元
に
当
た
り
、
琵
琶
湖
か
ら
産
卵
遡
上
す
る
フ
ナ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

魚
道
を
押
さ
え
る
位
置
に
あ
る
。
そ
の
漁
獲
は
野
田
内
事
の
エ
リ
で
は
最
大
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
結
論
か
ら
い
え
ば
、
「
小
エ
リ
」
を
供
祭
物
と
し
て
い
た
の
は
、
安
治
村
の
東
隣
、
五
条
村
に
鎮
座
す
る
高
宜
神
社
で
あ
っ
た
。
兵
諸
社
は
、

『
延
喜
式
』
神
名
帳
所
載
の
名
神
大
社
で
あ
り
、
中
近
世
に
至
っ
て
も
広
域
の
氏
子
圏
を
保
持
す
る
有
力
社
で
あ
っ
た
。
こ
の
兵
・
王
神
社
の
神

主
が
記
し
た
享
保
七
年
「
兵
主
記
録
」
に
は
、
「
兵
主
郷
鰍
有
り
、
但
シ
名
ヲ
小
計
と
云
」
と
の
記
述
が
あ
り
、
小
エ
リ
が
暗
主
神
社
に
関
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
エ
リ
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
内
湖
最
大
の
漁
獲
を
持
つ
「
小
輪
リ
」
が
、
中
世
以
来
丘
ぐ
王
神
社
の
供
祭
に
充
て

ら
れ
、
か
つ
「
兵
主
郷
」
の
エ
リ
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
前
節
で
述
べ
た
安
治
の
「
神
事
エ
リ
」
を
領
し
た
戸
津
社
は
、
安
治
村
の
鎮
守
、
す
な
わ
ち
一
村
レ
ベ
ル
の
神
社
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し

て
兵
郷
社
と
は
、
安
治
を
含
む
十
八
ヶ
村
を
祭
祀
圏
と
し
て
い
た
高
次
の
神
社
で
あ
り
、
こ
の
祭
祀
圏
が
「
兵
主
郷
」
と
呼
ば
れ
る
領
域
で
あ

78　（858）
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④つ

た
。
安
治
村
・
野
田
村
・
須
原
村
は
、
い
ず
れ
も
兵
主
席
内
に
位
置
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
村
内
に
村
鎮
守
を
有
し
つ
つ
、
さ
ら
に
譲
葉
社

の
祭
祀
に
も
携
わ
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
丘
ぐ
王
郷
内
の
各
村
落
が
、
個
別
に
村
社
を
持
ち
な
が
ら
、
連
合
し
て
そ
の
上
位
に
郷
鎮
守
目
無
主

語
を
頂
く
と
い
う
構
造
は
、
す
で
に
十
五
世
紀
に
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
安
治
区
有
文
書
｝
中
1
～
）
。
こ
の
よ
う
な
重
層
的
な
祭
祀
形

態
は
、
畿
内
・
近
江
で
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
郷
や
荘
の
鎮
守
社
で
あ
る
「
大
宮
」
と
、
温
々
の
神
社
「
小
宮
」
と
の
祭
祀
の
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

重
構
造
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
中
世
後
期
の
安
治
に
存
在
し
て
い
た
「
小
エ
リ
」
と
「
神
事
エ
リ
」
と
の
関
係
は
、
こ
の
「
荘
郷
鎮
守
社
」
と

「
村
社
」
と
の
二
重
祭
紀
に
対
応
す
る
も
の
と
い
え
る
。

　
筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
祭
祀
の
重
複
形
態
は
同
時
に
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
中
世
後
期
の
「
惣
郷
（
惣
荘
）
」
と
「
惣
村
」
と
の
重

層
性
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
推
測
す
る
。
か
つ
て
仲
村
研
・
峰
岸
純
夫
ら
は
、
中
世
後
期
の
惣
が
、
基
本
単
位
と
し
て
の
「
惣
村
」
と
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
上
部
組
織
と
し
て
の
「
惣
郷
（
惣
荘
）
」
と
の
二
重
構
造
で
あ
っ
た
こ
と
を
提
起
し
た
。
「
惣
郷
（
惣
荘
）
」
は
複
数
の
村
落
か
ら
構
成
さ
れ
る

領
域
で
あ
る
が
、
水
利
・
山
野
等
の
生
産
手
段
や
大
宮
祭
祀
を
紐
帯
と
し
て
、
一
つ
の
連
合
体
を
な
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。

　
兵
主
郷
に
つ
い
て
も
、
兵
各
社
の
祭
祀
を
紐
帯
と
し
て
、
一
つ
の
結
合
体
1
1
「
惣
郷
」
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
大
宮
の
祭
祀
が
、
河
海
水
辺
の
生
産
手
段
、
す
な
わ
ち
エ
リ
の
用
益
権
と
直
結
し
て
お
り
、
エ
リ
の
用
益
形
態

に
も
「
郷
」
を
～
単
位
と
す
る
形
式
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
コ
モ
ン
ズ
」
と
し
て
の
エ
リ
に
、
前
章
で
み
た
「
惣
村
」
単
位
の
エ
リ

だ
け
で
な
く
、
「
惣
郷
（
惣
荘
）
」
を
一
単
位
と
す
る
形
態
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
提
起
さ
れ
る
。
こ
の
荘
・
郷
レ
ベ
ル
の
エ
リ
に
つ
い
て
、

以
下
に
詳
し
く
検
討
し
て
み
た
い
。

2

荘
・
郷
の
エ
リ
と
大
宮
の
座

　
村
落
よ
り
も
高
次
の
荘
・
郷
を
用
益
単
位
と
す
る
エ
リ
は
、

湖
岸
に
お
け
る
事
例
を
確
認
し
て
み
た
い
。

兵
主
郷
以
外
の
地
域
に
も
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
世
後
期
の
琵
琶
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同
じ
く
十
五
世
紀
、
琵
琶
湖
の
北
岸
に
位
置
す
る
大
浦
下
庄
で
は
、
代
官
松
平
氏
と
大
浦
下
庄
七
ヶ
村
と
の
間
で
相
論
が
起
こ
っ
た
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
一
項
に
「
魚
を
と
る
ゑ
り
の
事
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
相
論
の
対
象
と
な
っ
た
エ
リ
に
つ
い
て
、
七
村
側
の
訴
状
で
は
、
「
む
か
し
ょ
り

五
所
・
八
幡
両
宮
の
御
神
事
二
付
た
る
ゑ
り
に
て
候
間
、
名
主
声
よ
り
さ
し
出
て
、
御
こ
く
を
備
申
事
を
、
お
さ
へ
め
さ
れ
候
て
、
十
貫
鹸
の

入
目
に
て
さ
し
候
を
、
御
百
姓
二
被
仰
付
さ
せ
ら
れ
候
（
後
略
）
」
と
あ
る
。
こ
の
エ
リ
が
、
「
五
所
・
八
幡
両
宮
」
の
「
御
神
事
二
付
た
る
ゑ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

り
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
大
浦
下
庄
は
、
大
浦
・
殿
村
・
黒
山
・
小
山
・
山
田
・
（
東
・
西
）
八
田
部
の
七
ヶ
村
か
ら
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

い
た
が
、
「
八
幡
宮
」
が
大
浦
村
の
村
社
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
一
方
の
「
五
所
宮
」
と
は
、
大
浦
下
庄
全
体
の
大
宮
で
あ
っ
た
。
大
浦
下
庄

に
お
い
て
も
、
村
社
以
外
に
荘
鎮
守
社
の
供
祭
料
と
し
て
エ
リ
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
「
五
所
宮
」
の
祭
礼
は
、
近

世
以
降
に
お
い
て
も
七
ヶ
村
全
体
に
ま
た
が
る
「
郷
祭
」
の
形
態
を
と
っ
て
お
り
、
大
宮
と
小
宮
と
の
重
層
的
祭
祀
が
保
持
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
近
世
の
史
料
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
琵
琶
湖
東
岸
、
神
崎
郡
の
栗
見
荘
に
も
、
慶
長
期
ま
で
荘
鎮
守
社
の
エ
リ
が
存
在
し
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
栗
鼠
荘
は
、
鎌
倉
期
以
来
の
山
門
領
荘
園
で
あ
り
、
そ
の
荘
域
は
近
世
に
「
栗
見
十
郷
」
と
呼
ば
れ
た
十
ヶ
村
の
範
囲
と
さ
れ

　
　
⑩

て
い
る
。
栗
見
荘
の
総
鎮
守
社
は
「
謁
見
大
宮
」
（
宮
西
村
の
栗
見
大
宮
天
神
社
）
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
「
大
宮
」
は
天
文
十
三
（
　
五
四
四
）
年

の
洪
水
に
よ
っ
て
現
社
地
に
遷
座
す
る
以
前
に
は
、
琵
琶
湖
岸
に
鎮
座
し
て
い
た
と
い
い
、
そ
の
旧
社
地
で
あ
る
湖
岸
の
「
長
浦
聖
野
」
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

慶
長
年
中
ま
で
「
大
宮
殿
鰍
」
が
設
置
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
「
長
浦
聖
野
」
の
位
置
は
、
琵
琶
湖
で
最
大
の
内
湖
で
あ
る
「
大
中
南
湖
」
の

入
り
口
に
当
た
り
、
や
は
り
内
湖
へ
産
卵
遡
上
す
る
魚
道
を
押
さ
え
る
高
漁
獲
の
エ
リ
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
栗
見
事
泉
村
に
も
兵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

主
郷
と
同
じ
く
祭
祀
の
重
層
構
造
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
近
世
以
降
も
大
宮
を
中
心
と
す
る
「
郷
祭
」
が
保
持
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
琵
琶
湖
岸
で
は
再
主
郷
以
外
の
地
域
に
も
、
荘
・
郷
レ
ベ
ル
の
鎮
守
社
の
供
祭
エ
リ
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
か
め
ら

れ
る
。
中
世
後
期
、
こ
の
よ
う
な
荘
・
郷
を
単
位
と
す
る
供
祭
エ
リ
を
行
使
し
て
い
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
前

章
で
示
し
た
よ
う
に
、
神
社
の
領
す
る
自
然
資
源
の
用
益
権
は
、
宮
座
衆
（
翻
惣
衆
）
の
手
中
に
あ
っ
た
。
こ
の
論
理
に
よ
れ
ば
、
荘
郷
鎮
守

社
の
供
祭
エ
リ
は
、
そ
の
祭
祀
に
携
わ
る
大
宮
細
身
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
事
実
、
長
躯
荘
の
エ
リ
を
め
ぐ
っ
て
は
、
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慶
長
八
年
の
エ
リ
請
け
書
に
、
域
内
各
村
落
か
ら
「
ざ
中
へ
参
る
」
と
の
文
言
が
残
さ
れ
て
お
り
、
荘
の
エ
リ
が
や
は
り
荘
鎮
守
社
の
宮
座
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

掌
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
で
は
、
こ
れ
ら
荘
・
郷
の
大
宮
の
座
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
階
層
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
　
荘
郷
鎮
守
社
の
祭
祀
権
と
「
侍
分
」
階
層

　
中
世
後
期
の
在
地
社
会
に
お
い
て
は
、
身
分
的
階
層
の
基
本
構
成
は
、
名
主
層
と
小
百
姓
層
と
に
二
分
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ

　
　
⑭

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
階
層
と
、
「
惣
郷
（
惣
荘
）
」
宮
座
の
成
員
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
中
世
前
期
の
「
荘
」
は
、
名
主
層
の
特
権
的
な
結
合
体
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
や
が
て
中
世
後
期
、
荘
内
の
村
ご
と
に
「
惣
村
」

が
形
成
さ
れ
る
と
、
そ
こ
で
は
名
主
層
に
加
え
て
小
百
姓
層
も
そ
の
成
員
に
含
ま
れ
て
い
く
。
し
か
し
一
方
、
村
よ
り
も
高
次
の
荘
・
郷
レ
ベ

ル
の
座
に
お
い
て
は
、
依
然
と
し
て
小
百
姓
は
排
除
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
名
主
層
の
み
が
荘
郷
鎮
守
の
座
上
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

　
⑯

い
る
。

　
大
宮
の
座
衆
が
、
前
期
と
同
様
に
名
主
層
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
関
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
先
述
の
大
浦
下
荘
の
大
宮
「
五
社
宮
」
の

エ
リ
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
文
書
で
は
こ
の
エ
リ
に
つ
い
て
、
「
名
主
中
よ
り
さ
し
候
て
、
御
こ
く
を
備
申
候
」
（
菅
浦
文
書
六
三
三
）
と
記

さ
れ
て
い
る
。
や
は
り
荘
内
曇
村
の
名
主
層
が
結
合
し
、
大
宮
座
衆
と
し
て
祭
祀
及
び
供
祭
エ
リ
の
行
使
に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ

る
。　

他
の
荘
・
郷
に
お
け
る
大
宮
の
座
と
エ
リ
行
使
者
は
、
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
兵
弊
習
の
供
祭
エ
リ
「
小
エ
リ
」
を
事

例
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
「
小
エ
リ
」
の
用
益
に
携
わ
っ
て
い
た
の
は
、
「
兵
主
十
八
郷
」
の
う
ち
そ
の
中
核
を
な
す
い
わ
ゆ
る
「
四
郷
し
、
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

な
わ
ち
湖
岸
の
安
治
・
野
田
・
五
条
・
六
条
の
四
ヶ
村
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
安
治
区
有
文
書
の
中
に
、
「
小
ゑ
り
衆
」
と
い

う
表
現
の
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
天
正
十
六
年
「
鮨
上
納
日
記
」
「
鮨
駄
賃
集
日
記
」
（
安
治
区
有
文
書
一
〇
南
中
1
ご
工
、
｝
〇
四
中
－
一
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二
三
、
＝
三
中
－
一
二
六
）
で
は
、
い
ず
れ
も
「
小
ゑ
り
衆
」
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、
同
文
中
に
並
記
さ
れ
る
「
神
事
ゑ
り
」
に
「
衆
」
が
付

け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
と
対
照
的
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
衆
」
と
い
う
形
式
か
ら
、
小
戸
リ
の
行
使
者
が
安
治
惣
の
全
員
で
は
な
く
、
一
部

の
村
民
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
「
小
ゑ
り
衆
」
と
し
て
名
の
挙
が
る
「
宗
徳
」
「
小
三
郎
」
ら
は
、
当
時
の
「
お
と
な
衆
」
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

一
致
し
て
い
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
以
外
の
区
分
、
例
え
ば
家
格
の
違
い
等
が
存
在
し
た
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
近
世
の
兵
主
社
の
祭
礼
へ
の
参
加
資
格
に
、
家
格
の
区
分
1
1
旧
名
主
群
と
平
百
姓
層
に
対
応
し
た
区
別
が
あ
っ
た

　
　
　
　
⑲

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
区
分
は
、
近
世
初
期
に
は
「
冷
害
」
と
「
平
分
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
里
村
の
「
侍
分
」
が
神
役
と
し
て
神
事
諸
役
を
勤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

め
る
の
に
対
し
て
、
「
平
分
」
は
神
輿
の
人
足
役
を
果
た
す
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
身
分
的
階
層
に
よ
る
祭
祀
権
の
制
限
が
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
近
世
の
「
侍
分
」
と
は
、
百
姓
身
分
な
が
ら
も
名
字
を
持
ち
、
神
事
に
優
先
的
地
位
を
有
す
る
階
層
で
あ
る
。
近
畿
で
の
広
汎
な
分
布
が
知

ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
侍
分
・
侍
衆
」
と
は
、
そ
も
そ
も
中
世
後
期
の
畿
内
近
国
村
落
に
み
ら
れ
た
「
土
豪
・
地
侍
」
の
系
譜
を
引
く
も
の

　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
村
内
上
層
身
分
で
あ
る
彼
ら
は
、
中
世
後
期
に
は
荘
園
領
主
側
か
ら
名
主
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
荘
郷
の
鎮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

守
社
を
核
と
し
て
、
祭
祀
結
合
を
な
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
中
世
後
期
、
大
宮
座
衆
と
し
て
そ
の
用
益
権
を
保
持
し
て
い
た
名
主
層
と

は
、
つ
ま
り
彼
ら
土
豪
連
合
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

　
兵
主
郷
に
み
ら
れ
る
「
侍
分
」
も
、
同
様
に
大
宮
の
祭
縄
結
合
に
集
っ
た
旧
名
主
翼
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
兵
主
供
祭
の
「
小
エ
リ
」
が
、

こ
の
よ
う
な
名
主
連
合
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
提
起
さ
れ
る
が
、
以
上
の
推
測
を
裏
付
け
る
の
が
、
兵
主
張
の
も
う
一
つ
の
漁

携
権
益
で
あ
る
野
洲
川
供
祭
簗
の
用
益
形
態
で
あ
る
。
こ
の
供
祭
簗
は
、
行
使
者
が
兵
六
郷
内
の
「
侍
分
」
二
十
五
の
家
筋
の
み
に
固
定
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

て
お
り
、
こ
れ
ら
特
権
的
な
簗
衆
は
同
時
に
、
五
能
社
の
神
役
に
あ
た
る
「
社
家
仲
間
」
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
大
宮
の
座
衆
で
あ
る
こ

と
は
、
荘
・
郷
レ
ベ
ル
の
河
海
の
用
益
に
与
る
根
拠
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
大
宮
の
座
の
成
員
権
を
旧
名
主
層
匪
「
侍
分
」
に
集
中
さ
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

き
た
地
域
で
は
、
大
宮
の
祭
礼
が
こ
れ
ら
の
身
分
秩
序
を
確
認
す
る
場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
大
宮
祭
祀
権
を
掌
握

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
て
祭
礼
を
遂
行
す
る
こ
と
に
は
、
河
海
の
用
益
権
の
顕
示
と
い
う
き
わ
め
て
現
実
的
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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中近世における水辺の「コモンズ」と村落・荘郷・宮座（佐野）

　
以
上
の
よ
う
に
、
中
世
後
期
の
「
野
村
」
と
「
西
郷
（
惣
荘
）
」
と
の
重
層
構
造
に
お
い
て
は
、
村
社
（
小
宮
）
だ
け
で
な
く
重
心
鎮
守
社

（
大
宮
）
の
祭
祀
と
結
び
つ
い
た
水
辺
の
資
源
用
益
権
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
惣
村
の
成
員
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
「
村

社
の
エ
リ
」
に
比
べ
て
、
荘
・
郷
の
エ
リ
の
用
益
権
は
、
名
主
層
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
に
は
閉
鎖
的
な
座
的
構
造
が

認
め
ら
れ
る
。

①
従
来
の
研
究
で
は
こ
の
「
小
エ
リ
」
を
、
安
治
村
の
「
神
事
エ
リ
」
と
同
一
視

　
す
る
見
解
も
あ
る
が
（
埴
岡
真
弓
「
巨
細
神
社
文
書
改
題
」
（
中
主
町
教
育
委
員

　
会
編
㎎
中
主
町
内
古
文
書
目
録
［
社
寺
編
二
』
一
九
八
九
）
、
二
〇
六
頁
）
、
両

　
者
は
明
ら
か
に
別
個
の
エ
リ
で
あ
る
。
「
小
エ
リ
」
に
つ
い
て
記
す
「
い
ろ
い
ろ

　
帳
」
に
、
「
お
ゑ
り
か
た
の
よ
し
扁
と
の
表
現
が
あ
る
が
、
天
正
六
年
の
「
安
治

　
村
条
里
小
字
図
」
（
安
治
区
有
文
書
二
〇
中
一
二
三
）
に
よ
れ
ば
、
近
世
の
門
小

　
エ
リ
」
設
置
場
所
の
安
治
村
側
に
相
当
す
る
湖
岸
の
坪
名
が
「
お
ゑ
り
か
た
扁
と

　
な
っ
て
い
る
。

②
野
田
村
の
元
禄
期
の
各
エ
リ
役
米
書
き
上
げ
を
み
る
と
、
「
小
引
リ
」
分
は
八

　
斗
近
升
で
あ
り
、
他
の
エ
リ
の
二
・
五
倍
～
八
倍
と
な
っ
て
い
る
（
野
田
村
文
轡

　
「
野
田
村
葭
地
毛
絵
図
」
元
禄
一
一
年
）
。

③
兵
主
神
社
文
書
二
六
（
以
下
兵
主
神
社
文
書
に
つ
い
て
は
、
聖
主
町
教
育
委
員

　
会
編
噸
中
主
町
内
古
文
書
目
録
［
社
寺
編
一
罵
　
一
九
八
九
の
文
書
番
号
に
よ
る
）
。

④
前
掲
「
い
ろ
い
ろ
帳
」
に
す
で
に
門
兵
事
十
八
か
う
の
内
」
と
あ
る
。
な
お

　
「
兵
主
郷
」
の
初
見
自
体
は
十
四
世
紀
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
（
元
応
元
年
（
；
二

　
九
）
「
日
吉
数
々
領
注
進
状
」
）
。

⑤
安
藤
・
大
越
ら
は
こ
れ
を
「
複
合
宮
座
」
「
重
複
的
宮
座
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　
二
章
⑳
お
よ
び
大
越
勝
秋
『
宮
座
』
、
一
九
七
四
。

⑥
仲
村
研
「
中
世
後
期
の
村
落
」
日
本
史
研
究
九
〇
、
一
九
六
七
、
二
二
一
四
〇

　
頁
。
峰
岸
純
央
「
村
落
と
土
豪
」
（
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会
編
『
講
座

　
日
本
史
第
三
巻
　
封
建
社
会
の
展
開
㎞
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
〇
）
＝
二
九

　
一
一
六
〇
頁
。
な
お
、
こ
の
二
重
構
造
に
つ
い
て
、
仲
村
は
「
惣
庄
」
と
「
惣

　
村
一
、
峰
岸
は
「
惣
郷
」
と
「
惣
村
」
と
す
る
が
、
す
で
に
橋
本
が
指
摘
す
る
ご

　
と
く
、
「
惣
荘
」
「
惣
郷
扁
は
と
も
に
中
世
以
来
の
地
域
単
位
と
し
て
併
称
さ
れ
る

　
位
置
づ
け
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
も
両
者
を
併
せ
て
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

　
橋
本
道
範
「
近
江
国
野
洲
郡
兵
主
面
と
安
治
村
－
中
世
村
落
の
多
様
性
・
不
安

　
定
性
・
流
動
性
・
階
層
性
に
つ
い
て
」
琵
琶
湖
博
物
館
研
究
調
査
報
告
二
一
、
二

　
〇
〇
腿
、
七
九
～
～
〇
七
頁
。

⑦
菅
浦
文
書
六
三
三
「
大
浦
下
庄
訴
状
案
」
寛
正
四
年
九
月
二
B
（
以
下
、
菅
浦

　
文
書
の
引
用
に
つ
い
て
は
滋
賀
大
学
史
料
館
編
纂
『
菅
浦
文
書
上
㎞
有
斐
閣
、
一

　
九
六
〇
の
文
轡
番
号
に
よ
る
）
。

⑧
対
す
る
代
官
か
ら
の
陳
状
で
も
、
こ
の
エ
リ
が
「
ま
こ
と
に
五
所
八
幡
両
社
の

　
神
物
」
で
あ
る
か
否
か
が
荘
鍍
金
の
用
益
権
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
重
視

　
さ
れ
る
（
菅
浦
文
書
三
一
八
）
。

＠ge＠＠＠＠CD＠
鎮
座
地
は
八
田
部
村
で
あ
る
。

滋
賀
県
愛
智
郡
教
育
会
『
近
江
愛
智
郡
志
㎞
巻
四
、
一
九
二
九
。

久
留
美
神
社
文
書
「
栗
晃
之
庄
由
来
之
事
」
寛
政
四
年
置
二
月
六
日
。

寺
田
膝
下
蝋
稲
枝
の
歴
史
増
補
版
隔
サ
ン
ラ
イ
ズ
、
一
九
八
二
。

久
留
美
神
社
文
書
「
大
よ
し
ゑ
り
山
事
」
慶
長
八
年
二
月
二
六
日
。

萌
掲
⑥
仲
村
論
文
。

前
掲
⑥
峰
岸
論
文
。

坂
田
聡
「
中
世
村
落
共
同
体
の
構
造
と
そ
の
変
化
に
つ
い
て
」
歴
史
評
論
四
二
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八
、
一
九
八
五
、
四
〇
一
五
五
頁
。
榎
原
雅
治
「
中
世
後
期
の
地
域
社
会
と
村
落

　
祭
肥
」
歴
史
学
研
究
六
一
二
八
、
　
一
九
九
二
、
五
八
一
六
八
翼
。

⑰
「
四
郷
」
は
い
ず
れ
も
兵
主
神
社
に
隣
接
す
る
湖
岸
の
村
で
あ
る
が
、
十
八
ヶ

　
村
全
体
の
「
惣
郷
寄
合
」
に
先
立
ち
門
四
郷
寄
合
」
が
開
か
れ
る
こ
と
や
、
門
四

　
郷
役
入
」
が
丘
ぐ
王
社
の
財
政
一
般
の
管
理
を
行
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
再
主
郷
の

　
中
枢
を
担
う
混
々
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
前
掲
①
埴
岡
論
文
）
。
前
掲

　
「
い
ろ
い
ろ
帳
扁
に
よ
れ
ば
、
安
治
村
が
植
え
た
「
お
ゑ
り
か
た
の
よ
し
」
を
、

　
「
四
合
内
の
六
条
・
五
条
・
の
田
村
」
が
「
兵
主
の
神
ち
や
う
と
か
う
（
号
）
し

　
て
偏
引
き
抜
こ
う
と
し
、
相
論
に
及
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
四
郷
が
小
エ

　
リ
に
携
わ
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

⑱
前
掲
の
各
文
轡
お
よ
び
安
治
区
有
文
書
＝
五
申
…
～
二
九
「
天
正
十
九
年
正

　
月
七
目
神
事
覚
」
に
よ
る
。

⑲
原
田
敏
丸
噸
近
世
村
落
の
経
済
と
社
会
紬
山
川
出
版
社
、
一
九
八
三
。
前
掲
①

　
埴
閥
論
文
。

⑳
　
丘
ハ
主
神
譲
文
轡
二
九
・
一
一
⊥
ハ
・
＝
瓢
二
〇
・
三
罵
＝
　
、
野
田
村
木
村
家
文
書

　
「
野
田
村
古
来
よ
り
仕
来
り
覚
」
安
永
八
年
（
木
村
武
則
『
近
江
国
野
洲
郡
野
田

　
村
略
史
猛
、
一
九
八
○
に
所
収
）
。

⑳
前
掲
⑲
原
田
論
文
。
近
江
で
は
、
「
侍
分
」
の
呼
称
が
宮
座
衆
と
同
義
で
あ
る

　
場
合
も
多
い
。

⑫
　
湯
浅
治
久
「
戦
国
期
「
荘
園
制
」
の
収
取
構
造
と
侍
・
村
落
扁
国
立
歴
史
民
俗

　
博
物
館
研
究
報
告
九
三
、
　
二
〇
〇
二
、
八
五
～
一
｝
七
買
。

⑬
　
稲
葉
継
陽
「
中
世
後
期
村
落
の
侍
身
分
と
兵
農
分
離
」
歴
史
評
論
五
二
三
、
一

　
九
九
三
、
一
四
～
二
七
頁
。

⑳
前
掲
⑥
峰
岸
論
文
。
田
端
泰
子
門
中
世
後
期
に
お
け
る
領
主
支
配
と
村
落
構

　
造
」
日
本
史
研
究
一
八
七
、
｝
九
七
八
、
六
八
一
八
四
頁
。

⑳
　
こ
れ
ら
簗
関
係
史
料
は
兵
主
神
社
文
書
中
多
数
に
の
ぼ
る
が
、
主
な
も
の
は
祝

　
宮
沢
魍
近
江
国
野
洲
川
簗
漁
業
二
輪
料
漏
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
藁
報
第
～
八

　
輯
、
一
九
三
七
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

⑳
　
荘
郷
鎮
守
社
が
地
域
の
身
分
秩
序
の
確
認
の
場
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て

　
は
、
前
掲
⑯
榎
原
論
文
に
も
す
で
に
指
摘
が
あ
る
。
荘
郷
鎮
守
社
の
機
能
に
は
、

　
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
「
領
内
の
安
穏
・
平
和
の
維
持
機
能
」
に
加
え
て
、
一
．

　
荘
内
河
海
の
自
然
資
源
を
「
神
物
」
と
し
て
管
理
し
、
二
．
名
主
履
三
座
衆
が
用

　
益
を
独
占
す
る
こ
と
に
根
拠
を
与
え
、
三
．
祭
礼
が
そ
の
身
分
秩
序
の
確
認
の
場

　
と
な
る
、
と
い
う
側
面
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

⑳
　
こ
の
大
宮
を
核
と
す
る
土
豪
の
結
合
関
係
は
、
「
抵
抗
の
砦
」
と
い
う
政
治
的

　
側
面
の
み
な
ら
ず
、
大
宮
祭
祀
権
を
根
拠
と
し
た
資
源
分
配
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ

　
と
し
て
も
理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
惣
荘
・
二
郷
と
は
、
大
宮
に
付
随
す
る
河
海
の

　
資
源
用
益
を
受
け
ら
れ
る
者
の
居
住
範
囲
で
あ
り
、
い
わ
ば
生
活
圏
と
し
て
の
実

　
体
を
備
え
た
空
閾
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
惣
荘
・
南
郷
に
生
活
単
位
と

　
し
て
の
ま
と
ま
り
を
見
出
そ
う
と
す
る
視
点
は
、
す
で
に
橋
本
前
掲
⑥
に
よ
っ
て

　
示
さ
れ
て
い
る
。
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四
　
中
世
前
期
に
お
け
る
供
祭
エ
リ
の
用
益
形
態

中近世における水辺の「コモンズ」と村落・荘郷・宮座（佐野）

1

中
世
前
期
の
津
田
荘
鎮
守
社
と
供
祭
エ
リ

　
前
章
ま
で
に
お
い
て
、
中
世
後
期
の
荘
郷
鎮
守
社
と
村
社
の
エ
リ
に
つ
い
て
分
析
し
た
が
、
一
方
、
こ
れ
を
遡
る
中
世
前
期
段
階
で
は
、
こ

の
よ
う
な
共
同
用
益
形
態
の
エ
リ
は
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、
安
治
区
有
文
書
に
は
中
世
前
期
の
も
の
は
含
ま
れ
て
お

ら
ず
、
十
五
世
紀
以
前
の
兵
聖
母
の
エ
リ
に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
他
に
中
世
前
期
の
エ
リ
史
料
が
残
存
す
る

地
域
を
分
析
対
象
に
選
ん
で
、
エ
リ
の
共
同
用
益
形
態
に
つ
い
て
さ
ら
に
遡
っ
て
み
た
い
。

　
琵
琶
湖
の
エ
リ
史
料
の
う
ち
、
地
域
を
明
示
す
る
最
古
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
十
三
世
紀
の
蒲
生
郡
津
田
荘
・
奥
耳
荘
の
エ
リ
相
論

文
書
で
あ
る
。
こ
の
地
の
大
嶋
神
社
・
奥
津
嶋
神
社
文
書
中
に
は
、
中
世
後
期
の
エ
リ
史
料
も
一
部
含
ま
れ
て
お
り
、
エ
リ
の
用
益
形
態
に
つ

い
て
長
期
的
な
分
析
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
文
書
群
を
素
材
と
し
て
、
中
世
前
期
～
後
期
に
い
た
る
エ
リ

用
益
の
展
開
過
程
に
つ
い
て
、
一
応
の
見
通
し
を
得
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

　
大
嶋
神
社
・
奥
津
嶋
神
社
は
、
鎌
倉
後
期
に
は
現
在
見
る
よ
う
に
一
所
に
二
面
が
鎮
座
す
る
形
態
と
な
っ
て
お
り
、
「
両
社
」
と
し
て
統
一

的
に
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
大
嶋
神
社
・
奥
津
嶋
神
社
文
書
）
。
こ
の
時
期
、
「
両
社
」
は
「
両
庄
」
墨
黒
田
荘
・
奥
島
荘
の

鎮
守
社
と
さ
れ
て
お
り
、
二
つ
の
荘
園
が
｝
体
と
な
っ
て
行
動
し
て
い
る
様
子
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
本
来
的
に
は
、
大
嶋
社
－
津
田
荘
、

奥
嶋
社
－
奥
島
荘
と
い
う
対
応
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
平
安
期
に
立
荘
さ
れ
た
各
荘
園
の
鎮
守
社
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ

①る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
う
ち
特
に
津
田
荘
を
対
象
に
選
び
、
荘
鎮
守
社
と
村
社
が
水
辺
の
資
源
用
益
権
を
確
立
し
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
検
討

す
る
。

　
前
章
で
取
り
上
げ
た
荘
・
郷
を
単
位
と
す
る
エ
リ
は
、
中
世
前
期
に
お
い
て
も
存
在
が
確
か
め
ら
れ
る
。
津
田
荘
鎮
守
で
あ
る
大
嶋
社
に
は
、

85　（865）
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※各村の地籍図と各エリの「漁場図」をもとに作成。

　等深線は1956年測量「湖沼図」による。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
切
っ
た
」
と
主
張
す
る
の
に
対
し
、
長
命
寺
側
は
「
千
喉
に
達
し
た
上
で
の
こ
と
」
と
反
論
し
て
い
る
。
こ
の
争
論
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
よ
う
に
、
大
嶋
社
の
供
祭
エ
リ
が
長
命
寺
の
殺
生
禁
断
の
領
域
内
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
そ
の
領
域
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

里
」
と
呼
ば
れ
る
寺
院
の
近
辺
、
つ
ま
り
本
尊
た
る
「
観
音
の
眼
前
」
に
広
が
る
水
域
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
、
長
命
寺
・
津
田
荘
周
辺
の
地
形
と
エ
リ
の
位
置
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
長
命
寺
の
殺
生
禁
断
の
範
囲
は
、
「
石
津
江
以

北
」
の
海
陸
と
さ
れ
て
い
る
（
長
命
寺
文
書
『
鎌
倉
遺
文
九
〇
七
五
』
文
永
元
年
）
。
「
石
津
江
」
と
呼
ば
れ
る
入
江
は
、
承
保
元
年
（
一
〇
七
四
）

の
「
近
江
国
奥
嶋
庄
司
解
」
（
長
命
寺
文
書
『
平
安
遺
文
＝
〇
三
㎏
）
に
も
そ
の
名
が
み
え
て
お
り
、
蒲
生
郡
船
木
郷
の
西
に
位
置
す
る
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。
図
2
は
明
治
初
頭
の
地
形
を
復
原
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
船
木
郷
の
遺
恩
地
で
あ
る
大
字
船
木
の
西
北
に
広
い
内
患
が
存
在

し
て
お
り
、
そ
の
水
面
は
北
の
長
命
寺
の
麓
ま
で
広
が
っ
て
い
る
。
こ
の
内
湖
が
「
石
津
江
」
の
面
影
を
と
ど
め
て
い
る
可
能
性
は
高
い
。

供
祭
の
エ
リ
が
存
在
し

た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て

い
る
。
弘
長
二
年
（
一

二
六
三
）
、
同
じ
蒲
生

郡
に
位
置
す
る
長
命
寺

と
の
間
で
、
当
社
の
供

祭
エ
リ
を
め
ぐ
る
争
論

が
起
こ
っ
て
お
り
、
大

嶋
神
主
が
、
「
魚
が
千

喉
に
満
た
な
い
う
ち
に

寺
僧
が
江
入
（
陛
エ
リ
）

　
　
す
で
に
指
摘
の
あ

　
　
　
通
常
「
寺
五
二

86　（866）
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懸
垂
は
、
地
元
で
は
「
津
田
南
湖
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
近
代
に
至
る
ま
で
沿
岸
の
三
村
落
（
北
津
田
・
申
之
庄
・
南
津
田
）
に
よ
っ
て
漁
携

が
営
ま
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
三
村
は
、
中
世
の
津
田
荘
を
構
成
し
、
大
嶋
社
の
奉
斎
に
あ
た
っ
て
い
た
村
落
で
あ
り
、
つ
ま
り
津
田
荘
と
は
こ

の
水
域
の
周
囲
に
輪
状
に
展
開
し
た
荘
園
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
地
の
琵
琶
湖
岸
は
、
風
波
の
た
め
に
エ
リ
漁
に
は
不
向
き
で
あ
り
、
大

嶋
社
の
供
祭
エ
リ
も
内
湖
側
に
設
け
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
が
、
そ
の
位
置
は
ど
の
よ
う
に
復
原
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
通
常
、
エ
リ
は

産
卵
期
の
コ
イ
科
魚
類
が
遡
上
す
る
魚
道
に
設
置
さ
れ
る
。
魚
類
の
生
態
行
動
は
通
時
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
地
形
が
大
き
く
変
わ
ら
な
い

限
り
は
、
魚
道
の
位
置
も
遡
及
的
に
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
津
田
内
湖
に
は
近
代
に
至
る
ま
で
多
数
の
エ
リ
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
正
確
な
復
原
が
可
能
な
時
期
の
も
の
と
し
て
明
治
後
期
の
分
布
を

　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

図
2
に
示
す
。
こ
れ
ら
各
月
リ
の
漁
獲
高
を
比
較
す
れ
ば
（
図
3
）
、
内
湖
の
入
口
A
に
位
置
す
る
番
号
1
の
エ
リ
が
最
大
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
図
に
見
ら
れ
る
津
田
内
灘
の
A
・
B
二
つ
の
入
ロ
の
う
ち
、
中
世
前
期
段
階
で
開
口
し
て
い
た
の
は
A
の
み
の
可
能
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
高
い
こ
と
か
ら
、
当
時
は
A
が
唯
一
の
魚
道
だ
っ
た
こ
と
が
推

税額（円）

30　rr
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　　　　　エリ番号

　図3　津田内湖における各エリの漁獲高

※明治36年滋賀県令第12号’「漁業採藻税賦

　課規則」に基づき作成。エリ番号は図2に

　対応。

測
さ
れ
る
。
こ
の
好
条
件
の
場
所
が
、
中
世
で
も
エ
リ
漁
場
と
し

て
意
識
さ
れ
た
だ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
が
、
内
湖
へ
の

遡
上
魚
類
を
根
こ
そ
ぎ
に
す
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
設
置
に
は
沿
岸

三
集
落
・
津
田
荘
全
体
の
合
意
が
必
要
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
エ
リ
の
位
置
は
長
命
妻
の
膝
下
、
「
観
音
の
眼
前
」

に
当
た
っ
て
い
る
。
内
湖
最
大
の
漁
獲
を
誇
り
、
か
つ
殺
生
禁
断

を
説
く
寺
側
が
看
過
で
き
な
い
位
置
に
あ
る
こ
の
エ
リ
こ
そ
、
荘

鎮
守
社
の
供
祭
エ
リ
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
え
よ
う
。
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2

荘
大
宮
の
座
衆
と
名
主
層
「
村
人
」

88　（868）

　
津
田
荘
の
環
境
条
件
を
以
上
の
よ
う
に
復
原
す
る
と
、
大
嶋
社
の
供
祭
エ
リ
と
荘
内
各
村
落
の
関
係
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

著
名
な
永
仁
六
年
（
＝
一
九
八
）
の
エ
リ
相
論
の
背
景
で
あ
る
。

　
　
大
嶋
社
供
祭
事
料
所
破
損
問
、
及
神
供
之
退
転
之
上
者
、
土
民
風
連
江
利
如
先
年
可
被
停
止
之
由
、
彼
社
軍
属
之
間
、
被
下
知
果
樹
之
処
、
供
祭
闊
如
被

　
　
止
私
江
利
者
、
速
可
差
出
供
祭
之
江
利
瓶
詰
、
社
家
井
村
々
成
評
定
、
差
置
所
々
之
処
、
中
庄
沙
汰
人
等
無
故
切
捨
彼
江
利
之
間
（
下
略
）

　
こ
の
文
書
で
は
、
先
年
の
如
く
「
弾
碁
等
私
江
利
」
を
停
止
し
て
設
置
さ
れ
た
大
嶋
社
の
「
供
祭
之
江
利
」
を
、
荘
内
三
ヶ
村
の
う
ち
中
庄

が
切
り
捨
て
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
内
湖
入
口
A
に
エ
リ
が
設
置
さ
れ
た
な
ら
ば
、
魚
道
を
封
じ
ら
れ
た
内
湖
内
側

の
樟
脳
リ
は
、
漁
獲
の
大
部
分
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
「
世
々
評
定
」
に
て
よ
っ
て
承
服
さ
せ
、
設
置
さ
れ
た
の
が
荘
鎮
守
社
の

供
祭
エ
リ
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。

　
こ
の
時
代
、
「
村
」
は
す
で
に
実
体
を
有
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
制
度
的
に
は
承
認
さ
れ
た
存
在
で
は
な
く
、
領
主
側
に
認
識
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

て
い
た
の
は
あ
く
ま
で
も
「
荘
」
の
枠
組
み
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
「
荘
」
は
「
村
」
に
優
先
す
る
公
式
な
支
配
単
位
で
あ
り
、
よ
っ
て
「
荘
」

の
エ
リ
の
前
で
は
、
「
亭
々
」
の
「
土
民
等
私
江
利
」
は
、
そ
れ
が
個
人
有
で
な
く
「
村
」
の
も
の
で
あ
っ
た
場
合
で
も
、
い
ま
だ
非
公
式
な

存
在
1
1
「
私
江
利
」
と
み
な
さ
れ
る
段
階
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
荘
」
の
論
理
が
優
先
さ
れ
る
な
か
に
あ
っ
て
、
中
庄
村
が
「
荘
」
の
エ
リ
破
却
に
及
ん
だ
た
め
に
相
論
が
生
じ
た
わ
け
で
あ

る
。
中
庄
側
は
こ
の
約
四
十
年
後
、
康
永
元
年
（
；
西
二
）
に
も
、
同
様
に
「
六
三
之
供
斎
之
恵
利
」
を
切
り
捨
て
る
挙
に
出
て
い
る
（
大

嶋
・
奥
津
嶋
神
社
文
書
二
九
）
。
中
庄
は
A
地
点
に
最
も
近
く
、
供
祭
エ
リ
の
影
響
を
直
接
被
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
申

庄
の
態
度
は
・
「
荘
」
の
エ
リ
支
配
に
対
し
て
・
「
村
」
が
自
ら
の
主
張
を
見
せ
始
め
た
も
の
と
理
解
さ
れ
よ
ゆ

　
こ
の
相
論
に
お
い
て
津
田
荘
側
は
、
当
時
ほ
ぼ
一
体
化
し
て
い
た
奥
島
荘
に
も
呼
び
か
け
、
両
荘
が
一
味
同
心
し
て
中
庄
に
対
抗
す
る
こ
と
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を
誓
約
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
文
言
に
よ
っ
て
、
大
事
社
の
エ
リ
を
行
使
し
て
い
た
人
々
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
規
文
に
連
著
し

て
い
る
の
は
、
「
津
田
・
理
り
や
う
し
や
う
の
む
ら
ん
と
」
（
大
嶋
・
奥
津
嶋
神
社
文
書
一
九
）
、
す
な
わ
ち
津
田
・
奥
嶋
両
荘
の
「
村
人
」
で
あ

る
。
こ
の
「
両
軸
村
人
」
は
、
康
永
元
年
の
相
論
に
際
し
て
も
、
同
様
に
「
衆
議
置
文
」
を
作
成
し
て
い
る
（
大
嶋
・
奥
津
嶋
神
社
文
書
二
九
）
。

こ
の
「
村
人
」
な
る
語
が
、
単
な
る
村
民
で
は
な
く
、
限
定
さ
れ
た
階
層
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
「
村
人
」
は
上
層
名
主
ク
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ス
を
指
し
、
そ
の
集
合
体
の
意
味
で
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
津
田
荘
・
奥
島
荘
に
お
い
て
は
、
こ
の
名
主
層
「
村
人
中
」
に
対
し
て
、
小
百

姓
・
地
下
の
階
層
は
「
百
姓
中
」
と
呼
ば
れ
て
区
別
さ
れ
て
い
る
（
大
嶋
・
奥
津
嶋
文
書
五
九
）
。

　
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
「
村
人
」
が
「
両
荘
大
膝
村
人
中
」
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
宮
座
の
座
衆
で
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
大

嶋
・
奥
津
嶋
文
書
二
六
）
。
「
大
急
」
と
は
、
大
嶋
神
社
・
奥
津
嶋
神
社
の
宮
座
で
あ
り
、
も
と
は
両
社
各
々
の
座
で
あ
っ
た
の
を
鎌
倉
末
期
に
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

併
し
て
で
き
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
荘
鎮
守
の
座
衆
は
「
村
人
」
の
み
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
地
下
層
「
百
姓
中
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

は
王
座
衆
と
し
て
排
除
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
大
嶋
社
の
供
祭
エ
リ
の
設
置
・
行
使
に
携
わ
っ
て
い
た
の
は
、
名
主
層

「
大
座
村
人
中
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
十
三
・
十
四
世
紀
半
ば
の
津
田
荘
で
は
、
名
主
層
の
み
が
「
荘
」
の
エ
リ
を
支
配
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
「
中
世
前
期
的
な
座

　
　
⑭

的
構
造
」
が
き
わ
め
て
濃
厚
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

3

火
宮
の
座
の
崩
壊
と
小
宮
祭
祀

　
以
上
の
よ
う
に
、
中
世
前
期
の
津
田
荘
に
は
名
主
層
に
よ
る
強
固
な
「
荘
」
の
結
合
が
認
め
ら
れ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
中
世
後
期
に
い
た

る
と
、
荘
内
の
社
会
構
造
は
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
津
田
・
奥
島
両
荘
で
は
す
で
に
十
四
世
紀
に
村
ご
と
の
「
惣
」
が
確
認
で
き
る
が
、
十
五
世
紀
に
は
こ
の
惣
村
に
成
長
し
て
き
た
「
百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

中
」
が
加
わ
っ
て
お
り
、
惣
村
構
成
員
の
下
へ
の
広
が
り
が
顕
著
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
十
五
世
紀
半
ば
、
津
田
・
奥
嶋
両
脚
の
名
主
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層
「
村
人
中
」
に
大
き
な
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
大
宮
「
大
難
」
の
崩
壊
の
兆
し
で
あ
る
。
田
端
泰
子
は
、
嘉
吉
徳
政
一
揆
を
契
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

と
し
て
「
宮
座
」
の
財
政
的
基
盤
が
崩
壊
し
、
「
夕
座
村
人
」
の
地
位
が
揺
ら
ぎ
は
じ
め
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
村
人
」

層
の
動
揺
を
反
映
し
て
、
応
仁
・
文
明
頃
（
一
四
六
七
～
）
に
は
惣
村
の
内
部
構
造
に
も
変
質
が
起
こ
っ
て
お
り
、
「
百
姓
家
」
が
「
村
人
」
同

様
に
主
要
な
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
十
五
世
紀
後
半
の
津
田
・
奥
潜
窟
荘
で
は
、
「
村
人
中
」
に
よ
る
「
総
州
」
結
合
は
実
質
上
薄
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
惣
村
ご
と
の
独
立
性
が

全
面
に
出
る
状
況
と
い
え
る
。
両
荘
を
構
成
し
て
い
た
掌
記
村
は
、
分
立
の
度
合
い
を
強
め
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
動
き
を
反
映
し
て
、
大

嶋
神
社
・
奥
津
嶋
神
社
の
祭
祀
も
中
世
末
期
～
近
世
初
頭
に
は
「
荘
」
で
は
な
く
「
村
」
が
単
位
と
な
り
、
北
津
田
村
と
奥
嶋
村
の
み
が
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

祭
祀
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
両
社
が
荘
大
宮
と
し
て
の
性
格
を
失
い
、
小
宮
の
一
つ
と
な
っ
て
い
っ
た
様
相
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き

る
。　

前
章
の
兵
主
郷
や
下
見
荘
の
よ
う
に
、
旧
名
主
面
た
る
「
侍
分
」
の
手
に
大
宮
の
諸
権
益
が
残
り
続
け
た
地
域
で
は
、
近
世
初
期
に
至
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

も
荘
郷
大
宮
の
祭
祀
が
保
持
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
津
田
・
奥
嶋
両
荘
の
よ
う
に
小
百
姓
層
の
勢
力
が
名
主
層
に
拮
抗
し
、
名
主
層
の
特
権

的
結
合
1
1
「
二
面
（
惣
郷
）
」
が
薄
れ
た
地
域
に
お
い
て
は
、
十
五
世
紀
以
降
大
宮
が
求
心
力
を
失
い
、
村
ご
と
の
小
宮
祭
祀
へ
と
分
裂
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
く
様
相
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
一
つ
の
仮
説
と
し
て
提
起
さ
れ
る
の
は
、
津
田
荘
で
は
こ
の
と
き
に
、
「
惣
荘
」
1
1
大
宮
の
財
産
・
資

源
が
、
小
宮
の
財
産
に
委
譲
・
分
割
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。

　
例
え
ば
鎌
倉
期
以
来
の
津
田
荘
大
宮
の
供
祭
エ
リ
（
図
2
・
図
3
の
番
号
－
の
エ
リ
）
は
、
中
世
來
期
～
近
世
に
は
村
単
位
に
降
下
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
と
み
ら
れ
、
史
料
的
に
明
確
に
た
ど
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
明
治
初
頭
に
は
中
庄
村
の
「
村
エ
リ
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
大
嶋
社
に
は
文
和
四
年
（
＝
二
五
五
）
に
公
文
代
・
下
司
ら
か
ら
寄
進
さ
れ
た
「
南
津
田
」
の
「
江
入
場
」
壱
所
が
存
在
し
て
い
た
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

（
大
嶋
・
奥
津
嶋
文
書
四
三
）
、
こ
の
大
宮
の
「
江
入
場
」
も
、
近
世
に
は
南
津
田
村
の
村
社
た
る
八
王
子
神
社
の
所
有
物
と
な
っ
て
い
る
事
実

　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
⑬

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
「
惣
荘
（
惣
郷
）
」
の
枠
組
み
が
失
わ
れ
、
惣
村
の
独
立
性
が
高
ま
っ
た
地
域
に
お
い
て
は
、
十
五
世
紀
以
降
、
荘
郷
大
宮
の

財
産
が
村
社
に
委
譲
さ
れ
て
い
っ
た
可
能
性
が
推
測
さ
れ
る
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
、
「
村
」
は
「
村
請
」
の
成
立
に
よ
っ
て
領
主
側
か
ら
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

式
に
存
在
を
承
認
さ
れ
て
お
り
、
村
社
と
そ
の
財
産
に
も
舗
言
上
の
裏
付
け
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
村
社
の
「
神
物
」
は
、
こ
の
よ
う

に
し
て
惣
有
財
産
と
し
て
確
立
さ
れ
、
村
の
自
立
性
を
支
え
る
「
コ
モ
ン
ズ
」
の
根
幹
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

中近世における水辺のfコモンズ」と村落・荘郷・宮座（佐野）

①
萩
原
龍
夫
噸
中
世
祭
祀
組
織
の
研
究
徳
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
。

②
近
江
長
命
詐
謀
晋
「
某
袖
判
下
文
一
弘
長
二
年
七
月
（
糊
鎌
倉
遺
文
八
八
三

　
八
』
）
。
以
下
、
長
命
寺
文
書
に
つ
い
て
は
『
鎌
倉
遣
文
二
等
の
踊
帯
番
号
に
よ
る
。

③
苅
米
一
志
「
藍
本
中
世
に
お
け
る
殺
生
観
と
狩
猟
・
諸
掛
の
世
界
」
史
潮
新
四

　
〇
号
、
一
九
九
六
、
六
⊥
二
〇
頁
。
嘉
田
由
紀
子
・
橋
本
道
範
「
漁
携
と
環
境
保

　
全
一
琵
琶
湖
の
殺
生
禁
断
と
漁
業
権
を
め
ぐ
る
心
性
の
歴
史
か
ら
探
る
」
（
鳥

　
越
皓
之
編
『
自
然
環
境
と
環
境
文
化
講
座
環
境
社
会
学
三
臨
有
斐
閣
、
二
〇
〇

　
一
）
五
畜
一
～
轟
ハ
○
頁
Q

④
前
掲
③
嘉
田
・
橋
本
論
文
。

⑤
明
治
三
五
年
の
漁
業
免
許
申
請
書
類
（
滋
賀
県
庁
所
蔵
）
の
「
漁
場
図
」
と
、

　
同
時
期
の
地
籍
図
を
照
合
し
、
各
エ
リ
の
藩
点
・
沖
出
し
距
離
・
設
置
角
度
を
忠

　
実
に
復
原
し
た
。
「
漁
場
図
扁
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
一
章
⑨
佐
野
（
二
〇
〇
三
）

　
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑥
当
時
の
漁
獲
金
額
そ
の
も
の
を
記
す
史
料
が
残
存
し
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
収

　
入
金
額
に
比
例
し
て
定
め
ら
れ
た
エ
り
ご
と
の
税
額
（
明
治
三
六
年
三
月
一
八
日

　
滋
賀
県
令
第
～
二
号
「
漁
業
採
藻
税
賦
課
規
則
」
）
を
指
標
と
す
る
。

⑦
中
世
前
期
の
琵
琶
湖
水
位
は
、
琵
琶
湖
南
部
で
は
現
在
の
基
準
水
位
よ
り
も
低

　
下
傾
向
に
あ
っ
た
た
め
（
池
田
碩
・
大
橋
健
・
植
村
善
博
「
滋
賀
県
・
近
江
盆
地

　
の
地
形
」
（
滋
賀
県
自
然
誌
編
修
委
員
会
編
噸
滋
賀
県
自
然
誌
腕
滋
賀
県
自
然
保

　
護
財
団
、
～
九
九
～
）
一
九
〇
～
一
九
八
頁
）
、
当
時
の
B
は
開
口
し
て
い
な
か

　
つ
た
可
能
性
が
高
い
。
B
の
水
路
部
は
近
代
に
お
い
て
も
、
た
び
た
び
干
上
が
っ

　
た
こ
と
が
地
元
で
記
憶
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
A
の
水
路
に
つ
い
て
は
、
十
六
世

　
紀
の
「
長
命
寺
参
詣
差
茶
寝
屋
（
長
命
寺
所
蔵
）
に
描
か
れ
て
お
り
、
「
石
津
江
し

　
へ
の
水
運
路
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

⑧
大
嶋
神
社
・
奥
津
嶋
神
社
文
書
一
八
門
大
嶋
社
供
菜
料
所
鰍
裁
許
状
」
（
以
下
、

　
大
嶋
・
奥
津
嶋
神
社
文
士
に
つ
い
て
は
、
滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
編

　
『
大
嶋
神
社
・
奥
津
嶋
神
社
文
書
臨
、
～
九
八
六
の
文
書
番
号
に
よ
る
）
。

⑨
三
章
⑯
榎
原
論
文
。

⑩
国
窃
巴
ヨ
。
δ
は
、
十
三
世
紀
に
琵
琶
湖
の
エ
リ
に
技
術
革
新
が
起
こ
り
、
当

　
地
に
も
ヨ
シ
帯
か
ら
の
沖
出
し
距
離
が
長
い
発
展
型
の
エ
リ
が
導
入
さ
れ
た
た
め

　
に
、
相
論
が
起
こ
っ
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
限
ら
れ
た
史
料
か
ら
そ
の
よ
う
な

　
技
術
革
新
を
想
定
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
本
稿
で
は
、
南
湖
地
形
に
お
け
る
喉
元

　
の
「
荘
の
エ
リ
扁
に
対
し
、
荘
か
ら
の
自
立
を
志
向
し
始
め
た
沿
岸
村
落
と
の
間

　
で
衝
突
が
起
こ
り
、
そ
れ
が
こ
の
時
期
に
表
出
し
た
も
の
と
解
釈
し
た
い
。

　
国
器
ゲ
ぎ
。
貫
《
．
．
〉
一
ω
箭
。
①
簿
¢
受
ε
『
巳
p
σ
q
℃
o
一
馨
。
｛
｛
一
ω
鑓
茜
識
α
q
ゲ
溌
き
鳥

　
Φ
巳
①
巳
。
繍
げ
－
g
覧
卑
一
、
冨
。
匿
。
一
。
σ
q
く
ぎ
じ
更
Φ
じ
6
一
惹
．
（
屋
華
言
げ
p
国
こ
Φ
負

　
ム
苺
織
§
馬
卜
寒
点
§
町
9
N
§
ミ
ミ
N
織
ヒ
冒
凡
。
蔓
ご
N
艶
竃
ミ
§
囚
①
唇
ぴ
卸
一
8
Φ
）
も
℃
■

　
一
膳
刈
1
一
㎝
O
．

⑪
前
掲
①
。

⑫
前
掲
①
、
二
四
一
頁
。

⑬
前
掲
①
、
二
八
四
頁
。

⑭
黒
田
俊
雄
「
中
世
の
村
落
と
座
」
（
問
百
本
中
世
封
建
制
論
』
東
京
大
学
出
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版
会
、
一
九
七
四
）
五
七
～
七
九
頁
。
黒
田
は
「
全
農
民
を
規
制
す
る
共
同
体
が
、

　
組
織
と
し
て
は
一
部
上
層
農
民
の
閉
鎖
的
組
織
形
態
を
と
る
こ
と
」
を
指
摘
し
て

　
い
る
。

⑮
前
掲
①
、
一
＝
二
七
頁
。
な
お
、
大
嶋
・
奥
津
嶋
文
闘
に
お
け
る
「
惣
」
の
所
見

　
は
貞
和
元
年
（
～
三
四
五
）
で
あ
る
。

⑯
三
章
⑳
田
端
論
文
。

⑰
三
図
⑳
田
端
論
文
。

⑱
前
掲
①
、
三
章
⑳
田
端
論
文
。

⑲
漁
業
な
ど
の
非
農
業
的
特
権
や
水
利
の
生
産
協
同
制
を
有
し
た
地
域
で
は
、
中

　
世
後
期
以
降
も
荘
宮
座
が
残
存
し
た
こ
と
が
提
起
さ
れ
て
い
る
が
（
小
栗
栖
健
治

　
「
荘
園
鎮
守
社
に
お
け
る
祭
祀
の
歴
史
的
変
容
」
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報

　
告
九
八
、
二
〇
〇
三
、
四
五
一
六
三
頁
）
、
本
稿
で
は
足
回
祭
祀
の
残
存
性
は
、

　
非
農
業
的
特
権
の
有
無
自
体
よ
り
も
、
そ
れ
が
ど
の
階
層
に
集
積
さ
れ
る
か
に
よ

　
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

⑳
こ
の
よ
う
な
動
向
は
、
近
江
だ
け
で
な
く
各
地
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る

　
（
榎
原
雅
治
「
地
域
社
会
に
お
け
る
「
村
」
の
位
麗
」
歴
史
評
論
五
七
五
、
一
九

　
九
八
、
一
五
～
二
九
頁
な
ど
）
。

⑳
二
章
⑤
。

⑫
　
こ
の
「
江
入
場
」
は
、
南
津
田
の
小
字
「
鰍
場
」
（
内
湖
と
琵
琶
湖
を
隔
て
る

　
砂
州
一
帯
を
示
し
、
明
治
初
期
の
地
籍
図
で
は
す
べ
て
ヨ
シ
地
と
な
っ
て
い
る
）

　
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑬
長
命
寺
所
蔵
「
長
命
寺
門
前
・
衛
津
田
村
・
中
ノ
庄
村
鰍
概
論
絵
図
」
、
お
よ

　
び
自
井
二
尚
編
門
南
津
田
』
村
落
社
会
研
究
会
、
｝
九
六
五
。

⑳
　
勝
俣
鎮
夫
に
よ
れ
ば
、
「
村
請
」
に
よ
っ
て
「
村
」
が
領
主
か
ら
二
疋
額
で
年

　
貢
を
請
負
う
よ
う
に
な
る
と
、
か
つ
て
は
領
主
年
貢
分
か
ら
控
除
す
る
形
で
在
地

　
に
下
行
さ
れ
て
い
た
荘
内
の
仏
神
免
田
等
の
神
領
は
、
領
主
の
手
を
経
由
せ
ず
、

　
当
初
か
ら
「
村
」
に
付
与
さ
れ
た
財
源
と
な
る
（
二
章
⑲
勝
俣
論
文
、
一
〇
〇

　
頁
）
。
荘
大
宮
か
ら
各
村
社
間
に
分
割
さ
れ
た
「
神
物
」
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て

　
制
度
的
に
も
「
村
」
の
財
産
と
認
め
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

92　（872）

五
　
考

察

1

「
コ
モ
ン
ズ
」
の
用
益
形
態
と
享
受
範
囲
の
変
化

　
以
上
、
近
世
か
ら
中
世
前
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
水
辺
の
共
同
用
益
資
源
と
し
て
の
エ
リ
に
つ
い
て
分
析
し
た
が
、
そ
の
享
受
者
の
変
容

過
程
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
た
い
。

　
中
世
前
期
以
来
の
荘
郷
鎮
守
社
の
供
祭
エ
リ
は
、
近
世
初
期
に
至
る
ま
で
名
主
層
を
成
員
と
す
る
大
宮
座
禅
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
て
お
り
、

そ
こ
に
は
閉
鎖
的
な
座
浮
構
造
が
顕
著
で
あ
っ
た
。
一
方
、
受
認
の
自
立
に
伴
っ
て
雨
雫
後
期
に
は
確
認
さ
れ
る
村
社
の
エ
リ
に
つ
い
て
は
、
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小
百
姓
層
を
含
め
た
惣
村
の
全
成
員
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
中
世
後
期
段
階
で
、
エ
リ
の
用
益
範
囲
が
帯
芝
の
衆
中
全
体
ま
で
広
が
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
心
労
と

は
、
二
章
で
分
析
し
た
如
く
一
軒
前
の
「
村
役
」
負
担
に
耐
え
う
る
も
の
の
み
で
あ
っ
て
、
「
村
の
居
住
者
全
員
」
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し

た
い
。
中
世
後
期
の
村
落
に
は
、
名
主
層
と
小
百
姓
層
以
外
に
「
こ
つ
じ
き
」
な
ど
の
「
わ
き
衆
」
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
一
軒
前
に
満
た

な
い
無
高
層
と
し
て
惣
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
惣
の
非
成
員
が
、
正
規
に
は
惣
有
財
産
の
用
益
に
あ
ず
か
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
様

相
は
、
安
治
の
「
村
エ
リ
」
で
確
か
め
ら
れ
た
通
り
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
中
世
末
期
段
階
で
は
、
惣
有
財
産
は
い
ま
だ
村
の
居
住
者
「
み
ん
な
の
も
の
」
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
近
世
に
入
る

と
、
こ
れ
ら
無
高
層
か
ら
「
村
役
」
の
宿
割
負
担
を
担
お
う
と
す
る
要
求
が
起
こ
っ
て
お
り
、
近
畿
に
お
い
て
は
、
十
七
世
紀
宋
以
降
に
は
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

高
層
も
「
村
役
」
を
一
部
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
村
の
成
員
に
包
括
さ
れ
て
い
く
様
相
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
「
村

の
居
住
者
全
員
」
に
利
益
が
還
元
さ
れ
る
近
代
の
「
石
門
リ
」
の
形
態
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
エ
リ
の
受
益
者
が
時
代
と
と

も
に
広
が
っ
て
い
く
様
相
は
、
海
域
に
お
け
る
沿
岸
漁
場
利
用
の
発
展
過
程
と
も
合
致
し
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。
沿
岸
漁
場
利
用
権
は
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

世
以
降
、
「
名
主
土
豪
層
↓
総
百
姓
入
会
↓
居
住
者
全
員
の
総
有
」
へ
と
い
う
歴
史
的
過
程
を
た
ど
っ
て
い
る
。

　
「
コ
モ
ン
ズ
」
の
享
受
者
は
、
以
上
の
過
程
を
経
て
「
む
ら
の
み
ん
な
」
ま
で
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
よ
っ
て
近
年
の
社
会
学
が
提

示
す
る
「
コ
モ
ン
ズ
」
像
は
、
お
お
よ
そ
十
七
世
紀
末
以
降
に
達
成
さ
れ
た
形
態
と
い
え
る
。
「
コ
モ
ン
ズ
」
の
共
同
体
的
用
益
に
は
、
本
来

的
に
閉
鎖
性
と
排
他
性
が
濃
厚
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
「
雲
霞
リ
」
が
村
の
居
住
者
全
員
で
用
益
さ
れ
る
近
代
の
姿
は
、
決
し
て
「
伝
統
的
な
」

形
態
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

2

河
海
水
辺
の
「
無
縁
性
」
と
「
神
の
前
の
平
等
」

本
稿
に
お
い
て
も
う
一
つ
重
視
さ
れ
る
の
は
、
「
村
婦
リ
」
が
村
鎮
守
社
の
、
ま
た
六
郷
の
エ
リ
が
大
宮
の
供
祭
エ
リ
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
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る
。
こ
の
よ
う
に
「
コ
モ
ン
ズ
」
の
根
幹
た
る
姫
子
や
有
痛
の
財
産
が
、
中
近
世
を
通
じ
て
「
神
物
」
の
形
を
と
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
「
神
物
」
と
し
て
の
水
辺
資
源
を
考
察
す
る
上
で
重
要
な
こ
と
は
、
網
野
善
彦
の
提
起
し
た
山
野
河
海
の
「
無
縁
性
」
の
問
題
で
あ
る
。
網

野
の
「
無
縁
論
」
で
は
、
山
野
河
海
は
神
仏
が
支
配
す
る
「
無
主
」
の
地
で
あ
り
、
「
私
的
所
有
」
の
及
ば
な
い
「
無
所
有
」
の
場
と
さ
れ
て

い
る
。
河
海
水
辺
と
は
、
こ
の
よ
う
に
だ
れ
の
も
の
で
も
な
い
「
無
主
」
の
空
間
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
網
野
は
「
無
縁
」
の
原
理
が
働
く
根
拠
と
し
て
、
そ
こ
が
「
神
物
・
仏
物
」
で
あ
り
、
神
仏
の
み
の
支
配
下
に
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
こ
と
は
一
方
で
、
「
無
縁
」
の
場
が
所
有
者
と
し
て
神
仏
を
擁
す
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
「
無
縁
」
の
地
と
て

も
「
有
主
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
「
無
縁
」
の
場
を
、
所
有
の
概
念
が
全
く
及
ば
な
い
空
間
と
考
え
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
ろ
う
。

　
筆
者
は
、
網
野
が
山
野
河
海
の
「
無
縁
性
」
を
、
「
無
所
有
」
と
解
釈
し
た
こ
と
、
つ
ま
り
「
私
的
所
有
」
の
反
対
律
を
「
無
所
有
」
と
定

義
し
た
こ
と
が
、
そ
も
そ
も
の
問
題
点
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
「
無
縁
」
が
意
味
す
る
の
は
、
た
だ
「
私
的
な
所
有
関
係
を
免
れ
て
い

る
こ
と
」
で
あ
り
、
何
ら
か
の
所
有
下
に
あ
る
こ
と
ま
で
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
「
無
縁
」
が
、
「
私
的
所
有
で
は
な
い
所
有

の
一
形
態
」
を
示
し
て
い
る
可
能
性
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
神
仏
に
よ
る
所
有
」
の
現
実
的
な
あ
り
方
が
焦
点
と
な
る
が
、
近

年
の
「
コ
モ
ン
ズ
」
論
は
、
「
私
的
所
有
」
と
は
異
な
る
所
有
形
態
と
し
て
、
「
無
所
有
（
1
ー
オ
ー
プ
ン
・
ア
ク
セ
ス
）
」
以
外
に
、
「
共
同
的
所
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

（
O
O
ヨ
営
β
口
訳
一
）
」
と
い
う
形
態
が
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
神
仏
が
絶
対
的
に
所
有
し
、
そ
の
座
衆
に
よ
っ
て
厳
格
に
管
理
さ
れ
て
い
る
水

辺
空
間
は
、
だ
れ
の
も
の
で
も
な
い
（
1
1
だ
れ
も
が
自
由
に
利
用
で
き
る
）
「
無
所
有
」
で
は
な
く
、
8
日
ヨ
慧
巴
聾
一
定
の
集
団
に
よ
る
「
共
同

的
所
有
」
の
場
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
こ
の
「
共
同
的
」
に
あ
た
る
中
世
語
は
、
網
野
自
身
も
重
視
し
た
「
公
界
」
の
語
　
　
公
共
物
・
共
同
の
意
に
お
い
て
一
1
で
あ
ろ
う
と
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

え
る
。
中
世
の
「
公
界
」
が
、
「
私
」
の
た
め
の
行
為
が
許
さ
れ
な
い
「
共
同
の
世
界
」
を
体
現
し
、
「
無
縁
」
と
も
通
底
す
る
用
例
を
持
つ
こ

と
は
、
網
野
や
勝
俣
が
論
じ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
「
公
界
」
は
定
め
ら
れ
た
衆
中
か
ら
成
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
両
者
の
指
摘
が
あ
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る
。
し
た
が
っ
て
河
海
水
辺
の
「
無
縁
性
」
と
は
、
そ
れ
が
神
の
支
配
地
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
の
私
有
を
断
ち
切
り
、
公
正
に
利
用
さ

れ
る
空
問
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
神
仏
に
よ
る
所
有
の
現
実
的
な
形
と
し
て
、
「
公
界
」
衆
中
に
よ
る
共
同
管
理
が
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
、
神
の
力
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

よ
る
中
世
の
「
衆
議
と
平
等
原
理
」
の
達
成
を
説
く
勝
俣
鎮
夫
の
見
解
に
注
目
し
た
い
。
勝
俣
は
中
世
寺
院
の
集
会
や
～
揆
な
ど
、
神
仏
を
紐

帯
と
す
る
結
合
の
場
で
は
、
現
実
社
会
で
の
身
分
・
政
治
的
強
弱
・
愛
縁
を
す
べ
て
超
越
し
、
構
成
員
の
間
を
「
公
正
」
か
つ
「
平
等
」
に
均

そ
う
と
す
る
非
日
常
的
な
力
が
働
く
と
い
う
意
識
が
、
中
世
に
強
固
に
存
在
し
た
こ
と
を
論
証
し
た
。
こ
の
「
神
の
前
の
平
等
」
は
、
そ
の
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

認
費
用
の
均
等
負
担
形
態
（
公
事
・
勧
進
・
棟
別
銭
な
ど
）
に
も
濃
厚
に
現
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
神
仏
と
の
結
縁
に
よ
っ
て
、
そ
の
集
団
内

に
平
等
原
理
が
発
現
す
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

　
こ
こ
に
お
い
て
、
中
近
世
の
「
コ
モ
ン
ズ
」
が
「
神
物
」
と
い
う
形
を
取
る
こ
と
の
意
義
も
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
惣
有
財
産
が
「
神
の
所
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

物
」
と
さ
れ
て
い
た
意
味
は
、
そ
れ
を
「
人
物
」
の
界
か
ら
切
り
離
す
こ
と
で
再
び
私
書
の
物
に
戻
る
の
を
防
い
だ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
む
し

ろ
日
常
世
界
の
論
理
の
及
ば
な
い
「
神
物
」
だ
か
ら
こ
そ
、
現
実
社
会
の
格
差
を
超
え
た
「
神
の
前
の
平
等
」
が
作
用
す
る
場
と
な
り
、
用
益

者
間
の
均
等
性
を
保
持
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
重
視
し
た
い
。
こ
の
よ
う
に
「
コ
モ
ン
ズ
」
に
み
ら
れ
る
平
等
性
は
、
中
世
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

神
観
念
を
根
底
と
し
て
お
り
、
そ
の
心
性
に
と
っ
て
絶
対
的
な
規
範
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
網
野
の
「
無
縁
論
」
で
は
、
河
海
水
辺
は
砂
浜
や
河
原
な
ど
の
荒
蕪
地
と
同
一
視
さ
れ
て
お
り
、
生
産
性
の
低
い
空
間
だ
か
ら
こ
そ
、
「
無

主
」
で
「
無
所
有
」
で
あ
り
え
た
と
す
る
視
線
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
本
稿
で
示
し
た
よ
う
に
、
現
実
の
河
海
水
辺
は
荒
蕪
地
な
ど
で
は
な

く
、
む
し
ろ
生
物
多
様
性
に
富
み
多
く
の
資
源
を
内
包
す
る
空
間
で
あ
る
。
高
い
価
値
を
認
め
ら
れ
た
空
間
だ
か
ら
こ
そ
、
恣
意
的
な
占
有
が

許
さ
れ
ず
、
厳
密
な
共
問
管
理
の
も
と
に
置
か
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
実
現
さ
せ
る
方
法
が
、
神
仏
に
よ
る
支
配
巨
「
無
縁
」
化
で
あ
っ
た

と
理
解
さ
れ
よ
う
。

　
①
二
章
⑭
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
一
章
⑦
二
野
瓶
論
文
。
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③
　
一
章
⑬
。

④
　
一
章
③
。

⑤
こ
の
語
は
、
も
と
は
禅
院
で
個
々
の
私
有
の
許
さ
れ
な
い
公
共
物
を
意
味
し
て

　
い
た
が
、
後
に
は
一
般
社
会
で
も
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
佐
藤
茂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
六

　
「
公
界
と
い
ふ
語
」
福
井
大
学
学
芸
学
部
紀
要
第
－
部
人
文
科
学
＝

　
二
、
　
一
一
　
～
一
ニ
ニ
買
）
。

⑥
勝
俣
鎮
夫
門
惣
村
翁
浦
の
成
立
」
（
同
㎎
戦
国
時
代
爆
睡
岩
波
書
店
、

　
晶
ハ
）
　
一
二
九
～
一
五
四
頁
。

⑦
勝
俣
鎮
夫
豊
揆
臨
岩
波
轡
店
、
一
九
八
二
、
二
一
一
〇
～
頁
。

⑧
「
公
事
扁
は
元
来
共
同
体
行
事
・
祭
祀
の
費
用
に
淵
源
を
持
ち
、

一
九
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
成
員
が

負
担
し
て
い
た
も
の
の
転
化
形
態
と
さ
れ
る
。
公
事
は
名
を
単
位
と
し
て
賦
課
さ

　
れ
、
名
主
が
負
担
主
体
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
名
主
が
当
時
の
共
同
体
の
基

　
本
的
成
員
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
畿
内
荘
園
の
均
等
名
に
み
る
ご
と
く
、

　
名
主
問
に
強
い
平
等
原
則
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
（
網
野
善
彦

　
『
日
本
中
世
の
民
衆
像
㎞
岩
波
書
店
、
一
九
八
○
）
。

⑨
藤
木
久
志
「
村
の
出
撃
漏
（
同
『
村
と
領
主
の
戦
国
世
界
㎞
東
京
大
学
出
版
会
、

　
一
九
九
七
）
三
～
二
三
頁
。

⑩
秋
道
智
彌
は
、
民
俗
的
資
源
管
理
に
関
し
て
「
共
有
と
い
う
領
域
に
カ
ミ
の
存

　
在
を
見
い
だ
す
思
想
」
に
注
目
す
る
が
、
こ
の
視
点
は
本
稿
と
も
通
ず
る
も
の
で

　
あ
る
。
秋
道
智
彌
『
な
わ
ば
り
の
文
化
史
－
海
・
山
・
川
の
資
源
と
民
俗
社

　
会
愚
小
学
館
、
　
一
九
九
五
。
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六
　
お
　
わ
　
り
　
に

　
本
稿
で
は
水
辺
の
「
コ
モ
ン
ズ
」
形
成
の
歴
史
的
過
程
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
野
洲
郡
安
治
村
と
感
心
郷
、
蒲
生
郡
津
田
荘
を
事

例
に
、
中
世
前
期
～
近
世
の
エ
リ
の
共
同
用
益
と
そ
の
変
容
過
程
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
近
代
の
「
コ
モ
ン
ズ
」
に
見
ら
れ
る
共
同
性
と
平
等

性
が
、
い
か
な
る
歴
史
的
要
因
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
解
明
し
た
。

　
　
「
コ
モ
ン
ズ
」
と
し
て
の
「
村
エ
リ
」
の
存
在
は
中
世
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
多
書
鎮
守
社
や
村
社
の
「
神
物
」
に
起
源
を
持
つ
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
中
世
前
期
の
エ
リ
は
、
吊
雲
鎮
守
社
の
供
祭
物
と
し
て
現
れ
て
お
り
、
名
主
層
の
み
を
成
員
と
す
る
大
宮
座
衆
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
て

い
た
。
～
方
、
「
惣
荘
（
直
近
）
」
と
「
惣
村
」
と
の
重
層
構
造
が
形
成
さ
れ
た
中
世
後
期
に
は
、
水
辺
の
資
源
用
益
に
も
、
荘
・
郷
の
エ
リ
と

と
も
に
村
レ
ベ
ル
の
エ
リ
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
荘
・
郷
の
エ
リ
は
こ
の
時
期
に
お
い
て
も
名
主
層
の
み
で
用
益
さ
れ
て
い
た
が
、
他
方
、

村
の
エ
リ
は
小
百
姓
層
を
含
め
た
惣
村
の
全
成
員
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
て
お
り
、
用
益
権
の
享
受
範
囲
は
よ
り
広
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
こ

の
よ
う
に
、
水
辺
の
資
源
を
享
受
し
う
る
範
囲
は
、
時
代
と
と
も
に
拡
大
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。



中近世における水辺の「コモンズ」と村落・荘郷・宮座（佐野）

　
「
神
簸
た
る
コ
モ
ン
ズ
」
に
成
り
立
つ
共
同
性
と
平
等
性
は
、
本
来
は
血
肥
集
団
の
成
員
の
み
に
限
定
さ
れ
る
閉
鎖
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と

い
え
る
。
そ
れ
は
祭
祀
料
の
負
担
と
対
に
な
っ
た
用
益
権
で
あ
り
、
こ
の
負
担
を
果
た
す
限
り
に
お
い
て
、
「
神
物
」
の
利
用
資
格
を
得
る
こ

と
が
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
負
担
に
耐
え
ら
れ
な
い
弱
者
は
、
本
来
的
に
は
資
源
の
共
同
利
用
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注

目
し
た
い
。
こ
の
事
実
は
、
「
日
本
の
コ
モ
ン
ズ
は
伝
統
的
に
、
困
窮
者
に
こ
そ
優
先
的
な
利
用
が
許
さ
れ
て
い
た
」
と
す
る
近
年
の
鳥
越
皓

　
　
　
　
①

之
ら
の
見
解
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
同
一
地
域
内
の
自
然
資
源
に
も
、
そ
の
利
用
価
値
に
よ
っ
て
規
制
の
タ
イ
ト
な
も
の
か
ら
ル
ー
ス
な
も
の
ま
で
、
様
々
な
ラ
ン
ク
の
も
の
が

重
層
的
に
存
在
し
て
い
る
。
内
事
入
口
の
エ
リ
が
行
使
者
の
限
定
さ
れ
る
「
タ
イ
ト
な
コ
モ
ン
ズ
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
エ
リ
を
す
り
抜

け
て
内
湾
に
入
っ
て
き
た
フ
ナ
（
産
卵
後
の
も
の
が
多
く
低
価
値
）
の
零
細
的
雑
漁
は
、
誰
も
が
行
え
る
ル
ー
ス
な
自
由
漁
で
あ
っ
た
。
弱
者
に

許
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
高
価
な
資
源
を
控
除
し
た
後
の
低
価
値
資
源
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
優
先
権
」
と
解
釈
し
て
よ
い
か
は
疑
問

で
あ
ろ
う
。
鳥
越
の
論
理
は
、
「
ム
ラ
の
メ
ン
バ
ー
は
同
等
の
資
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
程
度
の
資
源
を
私
有
す
る
強
者
よ
り
も
、

（
平
等
を
補
完
す
る
意
味
で
）
弱
者
の
方
が
共
有
地
の
優
先
権
を
持
つ
」
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
ム
ラ
の
全
員
が
同
等
の
資
格
を
持

つ
」
と
い
う
前
提
自
身
が
歴
史
的
に
所
与
の
も
の
で
は
な
く
、
弱
者
が
同
等
に
村
の
成
員
権
を
獲
得
す
る
ま
で
の
長
い
道
程
を
直
視
す
る
と
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

共
生
的
な
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
は
掬
い
き
れ
な
い
「
コ
モ
ン
ズ
」
の
本
質
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

　
「
コ
モ
ン
ズ
」
に
お
け
る
資
源
利
用
形
態
は
、
前
近
代
に
お
い
て
も
時
代
ご
と
に
大
き
く
変
化
し
て
お
り
、
安
定
的
な
シ
ス
テ
ム
が
不
断
に

続
い
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
自
然
環
境
の
変
動
と
、
社
会
的
諸
条
件
の
変
化
の
双
方
に
対
応
し
て
い
く
村
落
の
姿
に
、
持
続
的
な
資
源
利
用

を
実
現
さ
せ
よ
う
と
し
て
き
た
「
戦
略
（
失
敗
も
含
め
て
）
」
を
読
み
取
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
の
意
味
で
、
歴
史
的
な
分
析
視
角
は
、
「
コ

モ
ン
ズ
」
研
究
に
お
い
て
も
十
分
な
有
効
性
を
発
揮
す
る
と
考
え
る
。

　
本
稿
で
は
、
水
辺
の
「
コ
モ
ン
ズ
」
の
通
時
的
な
変
化
を
琵
琶
湖
岸
の
エ
リ
を
事
例
に
み
て
き
た
が
、
こ
こ
で
取
り
出
さ
れ
た
動
向
が
、
河

海
の
他
の
資
源
利
用
に
も
広
く
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
さ
ら
な
る
検
証
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
今
後
の
課
題
と
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し
て
い
き
た
い
。

①
一
童
④
。
鳥
越
は
こ
こ
で
「
コ
モ
ン
ズ
の
弱
者
生
活
権
」
と
い
う
概
念
を
提
起

　
し
て
い
る
。

②
「
コ
モ
ン
ズ
」
が
生
活
物
資
の
補
填
・
救
荒
な
ど
、
貧
者
の
最
低
限
の
生
存
を

　
保
障
す
る
機
能
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
し
か
し
「
現
実
の
経

　
済
格
差
や
階
級
差
を
埋
め
合
わ
せ
る
も
の
」
と
い
う
評
価
は
、
少
な
く
と
も
近
世

　
中
期
以
前
に
お
い
て
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
考
え
る
。
菅
豊
「
在
地
リ
ス
ク
回
避

　
論
扁
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
の
環
境
・
開
発
・
文
化
一
、
二
〇
〇
〇
、
二
九
⊥
エ
五
頁

　
参
照
。

【
付
記
】
　
安
治
区
有
文
書
に
関
し
て
は
辻
広
志
氏
（
中
主
町
教
育
委
員
会
）
の
ご
高

配
を
い
た
だ
き
、
川
崎
幸
一
氏
（
滋
賀
県
広
報
課
県
民
情
報
室
）
に
は
釈
文
の
ご
教

示
を
い
た
だ
い
た
。
津
田
荘
関
係
地
域
の
地
籍
図
調
査
に
は
、
亀
岡
哲
也
氏
（
近
江

八
幡
市
史
編
纂
室
）
に
ご
配
慮
を
い
た
だ
い
た
。
深
く
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
な

お
本
研
究
に
は
、
平
成
十
四
一
十
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
（
B
）
）

「
淡
水
潟
湖
沿
岸
域
に
お
け
る
伝
統
的
環
境
利
用
シ
ス
テ
ム
の
構
造
と
そ
の
崩
壊
要

因
－
水
辺
の
生
業
活
動
と
共
同
体
的
資
源
管
理
の
変
容
過
程
を
め
ぐ
る
比
較
研

究
」
、
課
題
番
号
一
四
七
八
○
〇
四
四
の
一
部
を
使
用
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
滋
貿
大
学
・
環
境
総
合
研
究
セ
ン
タ
…
助
教
授
）
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was　the　father　of　Kelian）by　the　imperial　court　aftey　Renzong仁宗（Ayurbarwada），

and　the　fact　that　he　was　provided　personnel，　material　assistance，　and　funding　because

his　home　functioned　as　the　national　general　headquarters　of　Confucian　scholars　and　as

a　govemment　othce．　It　should　also　be　notedぬat　Kong　S血磁短皿seif　directed　the

organization　of　the　lmeages　of　the　tlR’ee　families，　Kong，　Yan，　and　Meng．

The　Relation　of　‘Commons’　in　the　Littoral　Zone　to　VMages，　Manors

　　and　Mdyaza　in　Medieval　and　Modem　Japan：　A　Case　Study　of　the

　　　　　　　　　Right　to　Use　Shrine　Fishing　Traps　in　Lake　Biwa

by

SANO　Shizuyo

　　The　airn　of　this　paper　is　to　clarifY　the　process　of　the　formation　of　‘commons’　held

by　v皿age　communities　from　the　historical　po血t　of　view，　f6cushlg血particular　on

cooperative　use　of　resources　in　the　littoral　zone．　Many　of　the　previous　studies　of

commons　have　focused　on　land　usage，　but　little　attention　has　been　given　to　the　usage

of　the　sea　or　lakes．　ln　order　to　make　up　for　this　gap，　the　author　deals　in　this　paper

with　the　cornmunally　held　resources　in　the　littoxal　zone，　pargcularly　with　the　reed

beds　around　Lal〈e　Biwa．　The　reed　beds　were　the　sites　of　fishing　grounds　where　the

traditiona1　method　of　fishing，　unique　to　the　region，血volved　the　use　of　a　trap　called　an

eri．

It　was　often　the　case　that　prior　to　World　War　II　vMage　communities　had軸ts　to

use　eri　on　the　shoyes　of　Lake　Biwa．　The　eri　traps　belonged　to　village　communiges，　so

they　were　called　nzura　eri，　village　eri．　ln　other　words，　the　right　of　use　of　the　traps　was

also　a　common　right．　Tlte　concern　of　this　paper　is，　£herefore，　to　investigate　the

origins　of　rnura　eri　as　co皿皿una凱y　held　resources．

　　This　study　mal〈es　cleai　that　the　prototypes　of　mura　eri　existed　in　the　medieval

period　and　tltat　they　originated　as　the　property　of　shrines　of　manors　and　villages．　ln

the　early　Kamakura　pehod，　the　sh血es　of　the　guardian　sphゴts　of　a　manor　owned　the

rights　to　use　the　eri　that　held　the　largest　catch．　This　eri　could　only　be　used　by　the

members　of　the　mlya2a，　a　gttild－like　organization　associated　with　the　shrine，　which

was　composed　of　residents　of　higher　rank，　myoshu．　This　right　of　use　was　retained

throughout　the　medieval　period　and　into　the　eai’ly　Edo　period．　lt　is　important　to　note

that　it　was　the　exclusive　right　of　a　narzt：ow，　closed　society．
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　　On　the　other　hand，　in　the　latter　part　of　the　medieval　period，　another　type　of　eri

fish血g　right　emerged．　It　was　the　property　of　the　sh血es　of出e　guardian　spirits　of　a

vitlage，　that　appeared　when　collective，　autonomous　villages，　called　soson，　were

established．　This　type　of　eri　was　used　by　the　members　of　the　soson，　including　｝ower－

ranking　peasants．　ln　the　last　part　of　the　Edo　Period，　the　right　of　use　was　extended　to

ali　the　mhabitants　of　such　a　vMage．

　　In　relation　to　fishng　resources　in　the　littoral　zone，　the　number　of　those　who

benefited　from　commons　expanded　with　the　passage　of　time　as　seen　from　the　above．

Likewise，　the　right　to　use　commons　had　been　essentially　restricted　to　a　closed

rnembership，　and　those　who　received　it　were　the　members　of　tlte　miyaza，　an

exclusive　religious　organization．

　　The　fomi　of　the　usage　of　communally　held　resources　has　never　been　foced　and　has

always　changed　along　with　conditions　in　human　societies．　An　analysis　of　such　changes

from　the　historical　point　of　view　may　lead　to　an　understanding　of　how　human　beings

canied　out　sustainable　use　of　natural　resources　over　a　lengthy　period　o麦t油e．　The

signiiiicance　of　the　need　to　study　the　problems　of　commons　in　histortcal　perspective

lies　theyein．

The　Ecurnenical　Movement　in　England　and　William　Temple

by

INouE　Osamu

　　In　the　inter－war　period，　one　of　the　most　charactertstic　features　of　the　Christian

world　was　the　ecumenical　movement．　This　movement　aimed　for　the　reunion　of

Christian　denominations　that　had　long　been　separate．　The　modern　meaning　of　the

term　ecumenica｝　movement　rose　from　the　World　Missionary　Conference　at

Edinburgh　in　1910．　After　the　First　World　War，　conferences　on　“Faith　and　Order”　and

“Life　and　Work”　were　held，　and　they　served　as　the　new　channels　in　which　the

ecumenical　movement　rapidly　developed．　The　most　vigorous　leader　of　this　movement

was　Wibiam　Temple　（1881－1944）．　He　was　an　Anglican　bishop　of　Manchester　（1921－

29），　Archbishop　of　York　（1929－42）　and　of　Canterbury　（1942－44）．　He　was　also　a　leader

of　the　Christian　socialist　movement　in　England．　This　movement　urged　the　church　to

imervene　in　social　problems　of　the　secular　world　and　aimed　to　move　the　church　away

from　its　introspective　concem　with　spuitual　salvation．
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